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第２章 調査結果の概要 

第１節 改正労働契約法に、企業はどう対応しようとしているのか 

１．有効回答企業の主な属性 
全有効回答企業（ｎ＝9,639）の主な属性は、下記の通りである。 
業種別構成は、上位から、製造業が 24.8％、サービス業計4が 22.9％、卸売業,小売業が 18.9％、

建設業が 11.6％、運輸業,郵便業が 7.6％等となっている（図表１）。 
雇用者の規模別構成は、1,000 人以上が 3.7％、300～999人が 7.3％、100～299 人が 23.3％、

50～99 人が 26.9％、49 人以下が 36.4％であり、300 人未満の中小企業が約 87％を占めてい

る。 
労使関係については、「過半数代表の労働組合がある」企業が 14.8％で、「過半数代表では

ないが、労働組合がある」企業が 4.5％（労働組合ありは計 19.2％）、「労働組合はないが、

労使協議機関がある」が 23.9％で、「いずれもない」が 55.3％となった。なお、定年再雇用

以外の有期契約労働者が、組合員に含まれている企業は 1.8％となっている。 

図表１ 有効回答企業の主な属性 

                        
 

 

                                                
4 「学術研究,専門・技術サービス業」「宿泊業,飲食サービス業」「生活関連サービス業,娯楽業」「複合サービス業（郵便局,

協同組合等）」「その他サービス業（他に分類されないもの）」の合計。 

（内訳） （％）

輸送用機械関連 2.6 0.2

化学関連 1.7 1.5

建設業 11.6 電機・電子関連 3.3 0.4

製造業 24.8 素材関連 0.8 2.1

電気・ガス・熱供給・水道業 0.9 その他機械関連 2.1 0.1

情報通信業 3.4 食料品関連 3.1 0.4

運輸業、郵便業 7.6 金属関連 3.3 0.6

卸売業、小売業 18.9 その他製造 7.9

金融業、保険業 1.1 無回答 0.2

不動産業、物品賃貸業 1.6

学術研究、専門・技術サービス業 2.7 総合卸（総合商社） 2.9 １９４９年以前 10.8

宿泊業、飲食サービス業 5.5 専門卸（専門商社） 5.5 １９５０年代 11.5

生活関連サービス業、娯楽業 2.9 その他卸売 3.0 １９６０年代 14.7

教育、学習支援業 2.0 総合小売（百貨店，スーパー，コンビニ等） 3.0 １９７０年代 16.7

医療、福祉 4.0 専門小売（ドラッグストア、ホームセンター等） 2.7 １９８０年代 14.3

複合サービス業（郵便局、協同組合等） 0.2 その他小売（無店舗小売等） 1.6 １９９０年代 11.6

その他サービス業（他に分類されないもの） 11.5 無回答 0.2 ２０００年代 11.1

その他 0.3 ２０１０年以降 3.5

無回答 0.9 無回答 5.9

サービス業計 22.9

業界平均よりかなり良い 1.9

過半数代表の労働組合がある 14.8 業界平均より良い 14.7

過半数代表ではないが、労働組合がある 4.5 うち「定年再雇用者」が組合員に含まれている 4.8 業界平均並み 60.2

労働組合はないが、労使協議機関がある 23.9 業界平均より悪い 15.3

労働組合も労使協議機関もない 55.3 業界平均よりかなり悪い 3.5

無回答 1.6 無回答 4.2

１ヶ所のみ 36.0 一定の地域内で展開 47.5 大幅に（１０％以上）減少した 8.3

２ヶ所以上 62.9 全国的に展開 11.8 やや（５％以上１０％未満）減少した 10.9

無回答 1.1 海外を含めて展開 2.9 ほぼ横這い（５％未満の増減）で推移した 53.6

無回答 0.6 やや（５％以上１０％未満）増加した 8.3

４９人以下 36.4 大幅に（１０％以上）増加した 4.5

５０～９９人 26.9 不明・分からない 11.0

１００～２９９人 23.3 無回答 3.4

３００～９９９人 7.3

１，０００人以上 3.7

無回答 2.5
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計（ｎ＝「改正内容まで知っている」あるいは「改正されたことは知っているが内容はよく分からない」企業８，３６６社）
計（ｎ＝「改正内容まで知っている」企業４，８０９社）
計（ｎ＝「改正されたことは知っているが内容はよく分からない」企業３，５５７社）

％

（複数回答）

 事業所の展開状況については、1 ヶ所のみの企業が 36.0％で、2 ヶ所以上が 62.9％となっ

た。2 ヶ所以上の内訳は、「一定の地域内で展開」が 47.5％で、「全国的に展開」が 11.8％、

「海外を含めて展開」が 2.9％等となっている。 
 企業の設立年は、「1970 年代」（16.7％）、「1960 年代」（14.7％）、「1980 年代」（14.3％）

等の順に多く、平均値で 1974.9 年（中央値で 1975.0 年）である。 
また、過去 3 年間に於ける経営状況は、「業界平均並み」が 60.2％で、「業界平均より良い」

が 16.7％、「業界平均より悪い」が 18.8％等となった。 
 
２．改正労働契約法の認知度 

全有効回答企業（ｎ＝9,639）を対象に、2012 年 8 月に労働契約法が改正され、2013 年 4
月より全面施行されたことを知っているか尋ねると、「改正内容まで知っている」企業が

49.9％、「改正されたことは知っているが、内容はよく分からない」企業が 36.9％等となっ

た（図表２）。 
「改正内容まで知っている」あるいは「改正されたことは知っているが、内容はよく分か

らない」企業（ｎ＝8,366）を対象に、どのような手段で情報を入手したか尋ねると（複数

回答）、多かった順に、「新聞報道やホームページ等での紹介」（49.3％）、「社会保険労務士や

弁護士等からの情報提供」（30.9％）、「人事労務関係の雑誌、団体冊子等の媒体」（29.2％）

等となっている（1 企業当たりの入手ルート数は平均 1.55）。 
 

図表２ 労働契約法が改正されたことを知っているか（左） 
        知っている場合、どのような手段で情報を入手したか（右） 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 複数選択時の平均選択数は、すべて無回答企業を除いて算出している（無回答を除く複数選択の全累積数÷（回答

対象企業数-無回答企業数））。 
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（ｎ＝全有効回答企業９，６３９社）

（％）
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「改正内容まで知っている」企業と「改正されたことは知っているが、内容はよく分から

ない」企業の間で比較すると、前者では相対的に「行政が主催するセミナー」や「それ以外

のセミナー」、また、「人事労務関係の雑誌、団体冊子等の媒体」等による情報入手も多いの

に対し、後者では「新聞報道やホームページ等での紹介」が多い点が特徴となっている。 
 
 なお、こうした結果を主な業種別にみると、労働契約法が改正されたことを「知らない・

分からない」企業の割合は、「建設業」で 1／5 を超えている（22.5％）（附属統計表 114 頁）。

また、雇用者規模別では、小規模企業になるほど「知らない・分からない」との回答が増え、

「49 人以下」で 1／5 超（23.7％）となっている（なお、「建設業」では「49 人以下」の企

業割合が約 6 割を占めている）。 
 
３．労働契約法の改正以降に於ける有期契約労働者の雇止め・無期転換状況 
 全有効回答企業（ｎ＝9,639）のうち、現在、有期契約労働者（「呼称を問わず労働契約期

間に定めがあり、直接雇用されている労働者」と定義）を「雇用している」割合は、67.3％
（ｎ＝6,490）となった。同企業を対象に、労働契約法の改正（2012 年 8 月）以降に於ける、

有期契約労働者から無期契約労働者（正社員含む）への転換6状況を尋ねると、転換を「行っ

た」との回答が 4 割を超えた（41.3％、ｎ＝2,682）。 
一方、有期契約労働者を現在、「雇用していない」企業は 32.7％（ｎ＝3,149）で、その内

訳は、「労働契約法の改正前から雇用していない」が 29.0％、「労働契約法の改正以降、雇止

めを行った」が 0.8％、「労働契約法の改正以降、無期契約労働者（正社員含む）に転換した」

が 1.6％（ｎ＝153）等となっている。 
総じて、（有期契約労働者の現在の雇用状況に係わらず）、労働契約法の改正以降、有期契

約労働者から無期契約労働者（正社員含む）への転換を行っている割合は、全有効回答企業

の約 3 割（29.4％、ｎ＝2,835）となった7。 
 

なお、無期契約労働者（正社員含む）のうち、（いわゆる）正社員への登用者と、正社員

以外の無期契約労働者への転換者の内訳を、上記・無期契約労働者（正社員含む）への転換

者数と、後述する正社員への登用制度・慣行による登用者数の、両欄に有効回答（数値記入、

0 含む）があった企業（ｎ＝1,962）で試算すると、労働契約法の改正以降に於ける、無期契

約労働者（正社員含む）への転換者数は計 3 万 2,375 人（100％）にのぼり、その内訳は（い

                                                
6 改正労働契約法を踏まえ、有期契約労働者を一斉に無期転換したケースや、同法の施行前から雇用している有期契

約労働者について、法定を上回る形で無期転換したケース、また、改正労働契約法を見据えつつ、正社員登用制度等

を通じて無期転換したケース等（無期転換の形態（正社員区分、新設の無期契約区分、契約だけ無期へ移行等）は問

わない）を、全て含めて回答してもらえるよう注釈した。 
7 なお、後述する正社員への登用制度・慣行による登用実績にのみ回答のあった割合は、全有効回答企業の 8.1％（ｎ＝

784）となった。総じて、労働契約法の改正以降、無期転換あるいは正社員登用を行っている企業割合は 37.5％（ｎ＝

3,619）と算出される。 
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わゆる）正社員への登用者数が計 2 万 7,362 人（84.5％）で、正社員以外の無期契約労働者

への転換者数が計 5,013 人（15.5％）と算出された。また、（いわゆる）正社員への登用者数

の内訳は、「無限定正社員」が 2 万 4,756 人（76.5％）で、それ以外の「多様な正社員」が

2,606 人（8.0％）となった。 
 
 こうした結果を主な業種別にみると、「労働契約法の改正以降、雇止めを行った」結果とし

て現在、有期契約労働者を雇用していない割合は、「不動産業,物品賃貸業」（2.0％）や「情

報通信業」（1.8％）等で、相対的にはやや高くなっている。また、雇用者規模別にみると、

（有期契約労働者を雇用していない企業のうち）「労働契約法の改正以降、雇止めを行った」

割合は、大規模企業になるほど高い傾向がみられる（「49 人以下」で 2.2％～「1,000 人以上｣

で 9.1％）が、雇止めを行った結果として現在、有期契約労働者を雇用していない割合は、

規模に依らず総じて僅少ながら、小規模企業で相対的にはやや高くなっている（「49 人以下」

で 1.3％～｢1,000 人以上｣で 0.3％）。 
 一方、（有期契約労働者の現在の雇用状況に係わらず）、「労働契約法の改正以降、無期契約

労働者（正社員含む）に転換した」企業の割合を、主な業種別にみると、「医療,福祉」（46.6％）

や「教育,学習支援業」（39.3％）、「金融業,保険業」（35.8％）、「情報通信業」（35.6％）、「生

活関連サービス業,娯楽業」（35.2％）等で 1／3 を超えた。同様に、雇用者規模別では、大規

模企業になるほど高まる傾向がみられ（「49 人以下」で 13.6％、「50～99 人」で 29.4％、「100
～299 人」で 42.1％、「300～999 人」で 54.3％、「1,000 人以上」で 63.3％）、300 人以上で

半数超にのぼっている。 
 
４．有期契約労働者の雇用理由 

現在、有期契約労働者を雇用している企業（ｎ＝6,490）を対象に、有期契約労働者を雇

用している理由を尋ねると（複数回答）、「高齢者や女性を活用するため」（40.0％）がもっと

も多く、これに「正社員とは働き方（労働時間や人事体系）が異なるため」（37.6％）、「（正

社員である必要のない）軽易な職務のため」（32.3％）、「日常的な業務量の変動に対応するた

め」（32.1％）、「正社員として採用できるかどうか、人物や適性を見極めるため」（27.4％）

等が続いた（1 企業当たりの理由数は平均 2.7）（図表３）8。 
 こうした結果を、主な業種別にみると、「高齢者や女性を活用するため」と回答した企業は

「運輸業,郵便業」（49.5％）等に多い（附属統計表 116 頁）。また、「正社員とは働き方（労

働時間や人事体系）が異なるため」については、「医療,福祉」（53.3％）や「生活関連サービ

                                                
8 なお、３．で、有期契約労働者から無期契約労働者（正社員含む）への転換を「行った」企業（ｎ＝2,682）に絞ってみる

と、「正社員として採用できるかどうか、人物や適性を見極めるため」（全体平均を 19.3 ㌽上回る）のほか、「正社員とは

働き方（労働時間や人事体系）が異なるため」（同 6.2 ㌽）や「日常的な業務量の変動に対応するため」（同 4.1 ㌽増）、

「事業再編等、中長期の業務量変動に対応するため」（同 4.0 ㌽）といった理由で、有期契約労働者を雇用している企

業が多くなっている。 
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ス業,娯楽業」（51.9％）、「宿泊業,飲食サービス業」（50.6％）で半数を超えている。更に、「（正

社員である必要のない）軽易な職務のため」とする企業割合は、「生活関連サービス業,娯楽

業」（40.4％）等で多くなっている。一方、「日常的な業務量の変動に対応するため」につい

ては「宿泊業,飲食サービス業」（50.0％）等に多い。また、「正社員として採用できるかどう

か、人物や適性を見極めるため」についても、「宿泊業,飲食サービス業」（38.4％）や「情報

通信業」（37.9％）、「医療,福祉」（36.7％）、「生活関連サービス業,娯楽業」（35.0％）で 1／3
を超え多くなっている。総じて、有期契約労働者を雇用している理由については、業種によ

る顕著な違い（特徴）が見て取れる。 
 同様に、雇用者規模別では、「その他」を除くいずれの選択肢も、大規模企業になるほど概

ね回答割合が高まる（即ち、有期契約労働者を多様な理由で雇用している）傾向がみられる

（1 企業当たりの理由数は、「49 人以下」で 2.2～｢1,000 人以上｣で 3.8 等）。 
 

図表３ 有期契約労働者を雇用している理由 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．有期契約労働者の活用状況 

現在、有期契約労働者を雇用している企業（ｎ＝6,490）を対象に、その活用形態（4 区分）

を尋ねると、有期契約（契約期間は 1 ヶ月以上）で、フルタイム（正社員と所定労働時間が

ほぼ同じ）の労働者（以下、「フルタイム契約労働者」という）を雇用している割合は 75.6％
（全有効回答企業に占める割合では 50.9％）となった。同様に、パートタイム（正社員より

平均より10㌽以上高い 平均より5㌽以上高い 　（％）
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6,490 32.1 16.0 10.1 18.6 3.3 32.3 37.6 7.5 27.4 18.1 1.4 40.0 9.8 8.2 2.6

建設業 519 28.7 12.1 6.4 10.2 1.5 22.5 29.1 2.3 21.6 28.9 1.2 40.7 4.8 12.1 5.0
製造業 1,690 31.2 16.9 15.9 20.1 2.3 34.0 30.6 6.3 27.3 14.7 0.6 43.8 8.5 8.0 2.5
電気・ガス・熱供給・水道業 55 30.9 18.2 9.1 18.2 - 32.7 27.3 5.5 12.7 27.3 - 29.1 5.5 5.5 7.3
情報通信業 235 27.7 17.9 7.2 12.3 - 27.2 32.8 3.8 37.9 29.4 2.6 26.8 8.9 5.1 3.4
運輸業、郵便業 471 32.1 13.6 9.8 18.3 5.9 26.3 34.4 6.2 28.0 13.2 0.6 49.5 7.0 8.3 2.1
卸売業、小売業 1,225 28.2 12.6 6.6 18.2 3.2 34.3 41.1 4.7 24.2 14.7 1.1 42.9 11.3 8.7 2.6
金融業、保険業 100 39.0 18.0 7.0 20.0 2.0 24.0 47.0 8.0 13.0 19.0 - 39.0 18.0 5.0 2.0
不動産業、物品賃貸業 114 20.2 18.4 3.5 16.7 2.6 36.8 32.5 12.3 19.3 21.1 1.8 39.5 7.0 5.3 0.9
学術研究、専門・技術サービス業 183 32.8 25.1 7.7 10.9 1.1 35.0 31.7 10.4 27.9 38.8 2.7 38.8 9.3 4.4 0.5
宿泊業、飲食サービス業 336 50.0 13.7 13.4 25.3 6.0 38.4 50.6 7.7 38.4 6.0 3.3 33.0 22.9 5.4 3.3
生活関連サービス業、娯楽業 183 38.8 12.0 9.8 23.0 8.2 40.4 51.9 12.0 35.0 14.2 1.6 36.1 12.6 4.9 3.3
教育、学習支援業 170 38.2 24.1 10.0 26.5 4.7 32.4 49.4 20.0 31.8 43.5 4.7 23.5 10.0 8.8 0.6
医療、福祉 300 35.0 18.0 7.0 24.7 8.3 25.3 53.3 14.7 36.7 16.3 1.0 30.3 12.3 11.3 2.3
その他サービス業 844 30.9 18.8 9.0 17.7 3.1 34.6 40.3 10.8 27.1 18.5 2.0 38.5 8.2 8.5 1.7
サービス業計 1,565 36.5 17.9 9.8 19.4 4.0 36.1 42.7 10.6 30.4 17.8 2.3 36.9 12.0 6.8 2.0
４９人以下 1,408 27.4 12.2 7.6 14.1 3.3 22.2 28.1 7.0 20.7 16.3 0.9 34.2 2.3 11.6 6.1
５０～９９人 1,979 28.9 14.0 9.0 17.1 2.9 28.0 34.2 7.3 24.7 18.8 1.3 42.7 3.8 8.9 2.3
１００～２９９人 1,977 32.9 18.3 11.8 21.0 3.7 36.8 40.2 7.7 30.4 16.7 1.1 42.4 11.9 6.8 1.3
３００～９９９人 665 40.8 21.4 11.3 23.5 3.8 41.7 49.5 8.7 36.4 18.5 2.3 38.0 22.4 5.0 0.8
１，０００人以上 343 46.4 21.6 13.4 22.4 3.8 53.6 58.9 8.5 35.6 30.6 4.1 38.8 38.5 3.5 0.3
中小企業（３００人未満）計 5,364 30.0 15.1 9.7 17.8 3.3 29.7 34.8 7.4 25.7 17.4 1.1 40.3 6.4 8.9 2.9
行った 2,682 36.2 20.0 12.4 19.9 3.5 35.6 43.8 7.5 46.7 17.2 1.4 37.3 13.3 5.9 0.5
行っていない 3,808 29.1 13.2 8.5 17.6 3.2 29.9 33.2 7.5 13.8 18.8 1.3 41.8 7.4 9.7 4.1

無期
転換

雇
用
者
規
模

全体計

主
な
業
種
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1 日の所定労働時間が短いか、1 週間の所定労働日数が少ない）の労働者（以下、「パートタ

イム契約労働者」という）を雇用している企業は 71.9％（同 48.4％）で、臨時労働者（契約

期間が 1 ヶ月未満）は 4.5％（同 3.1％）、定年再雇用者（正社員を定年後、再雇用している

労働者）は 83.2％（同 56.0％）となっている（1 企業当たりの活用形態数は平均 2.4）。 
なお、活用形態の組合せ状況を算出すると、「フルタイム契約労働者＋パートタイム契約

労働者＋定年再雇用者」の 3 種類を活用している企業が、4 割超（44.9％、全有効回答企業

に占める割合では 30.2％）でもっとも多い。次いで、「フルタイム契約労働者＋定年再雇用

者」を活用する企業が 14.2％（同 9.6％）で、「パートタイム契約労働者＋定年再雇用者」が

10.9％（同 7.3％）、「定年再雇用者のみ」が 9.3％（同 6.2％）、「フルタイム契約労働者＋パ

ートタイム契約労働者」が 8.9％（同 6.0％）等となっている。 
その上で、以降はフルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者のいずれか（両

方含む）を、雇用している企業（有期契約労働者を雇用している企業に占める割合では 90.3％、

全有効回答企業に占める割合は 60.8％）を対象9に、掘り下げた調査を行った。 
 
６．有期契約労働者を活用している職種 

フルタイム契約労働者を雇用している企業（ｎ＝4,904）を対象に、どのような職種で活

用しているか尋ねると（複数回答）、もっとも多かったのは「事務職」（45.4％）で、これに

「製造・生産工程職」（24.1％）、「専門・技術職（その他10）」（20.6％）、「販売職（営業含む）」

（13.9％）、「サービス職（その他11）」（11.3％）等が続いた（1 企業当たりの職種活用数は平

均 1.8）。これらのうち、人数がもっとも多い職種は、｢製造・生産工程職｣（19.7％）や｢事

務職｣（19.6％）で、次いで｢専門・技術職（その他）｣（10.8％）等となった。 
同様に、パートタイム契約労働者を雇用している企業（ｎ＝4,665）で、活用職種（複数

回答）をみると、「事務職」（43.6％）がもっとも多く、これに「製造・生産工程職」（21.4％）、

「運搬・清掃等労務職」（16.7％）、「サービス職（その他）」（13.1％）、「専門・技術職（その

他）」（11.6％）等が続く（1 企業当たりの職種活用数は平均 1.6）。また、人数がもっとも多

い職種としては、｢事務職｣（22.6％）や｢製造・生産工程職｣（17.5％）が多く、次いで「運

搬・清掃等労務職」（9.2％）、「サービス職（その他）」（8.6％）等が挙がっている。 
 なお、人数がもっとも多い職種を主な業種別にみると、フルタイム契約労働者については、

例えば「建設業」で「建設・採掘職」（30.3％）、「製造業」で「製造・生産工程職」（66.4％）、

「情報通信業」で「専門・技術職（情報処理関係）」（37.9％）、「運輸業,郵便業」で「輸送・

機械運転職」（37.5％）といった具合に、主たる業種を代表するような職種が最多となってい

る（図表４）。また、パートタイム契約労働者についても、例えば「製造業」では「製造・

                                                
9 即ち、雇用する有期契約労働者が臨時労働者や定年再雇用者のみの企業は除かれている。 
10 医療、教育、情報処理関係以外。 
11 介護、飲食関係以外。 
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生産工程職」（56.6％）がもっとも多く、同様に「宿泊業,飲食サービス業」では「サービス

職（飲食関係）」（64.2％）、「生活関連サービス業,娯楽業」では「サービス職（その他）」（47.2％）、

「教育,学習支援業」では「専門・技術職（教育関係）」（52.5％）等となっている。 
 これに対し、例えば「卸売業,小売業」のように、「販売職（営業含む）」（フル 26.1％、パ

ート 19.5％）よりは「事務職」（フル 27.2％、パート 28.2％）が上回る、「事務職」優位の

業種も（特にパートタイム契約労働者で多く）確認出来る。 
本調査では、設問に該当するケースが複数ある場合は、「人数がもっとも多いケース」に

ついて回答してもらえるよう注釈している。そのため、７．以降の結果を読み解くに当たっ

ては、こうした結果に充分、留意する必要があるだろう。 
 

図表４ 主な業種別にみた人数がもっとも多い職種 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．契約期間の長さと通算勤続年数が 5 年を超える割合 

フルタイム契約労働者を雇用している企業（ｎ＝4,904）を対象に、1 回当たりの契約期間

の長さについて尋ねると、最多は「1 年」で 6 割を超え（60.8％）、これに「6 ヶ月」（13.5％）、

「6 ヶ月超～1 年未満」（6.0％）、「3 ヶ月」（5.4％）等が続いた。同様に、パートタイム契約

労働者を雇用している企業（ｎ＝4,665）でも、「1 年」が過半数（51.9％）を占め、次いで

「6 ヶ月」（17.8％）、「6 ヶ月超～1 年未満」（7.7％）、「3 ヶ月」（6.9％）等となっている。 
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4,904 1.7 1.1 1.7 2.4 10.8 19.6 6.8 2.2 4.3 6.7 1.1 19.7 3.8 2.4 4.3 4.5 6.9

建設業 346 3.5 0.3 - 0.6 23.4 17.6 2.3 0.9 0.6 1.7 0.9 4.3 0.9 30.3 0.9 2.9 9.0
製造業 1,251 1.7 0.2 - 0.6 6.7 10.1 1.8 - 0.4 0.3 0.6 66.4 1.4 0.3 1.4 2.0 6.0
電気・ガス・熱供給・水道業 40 - - - - 35.0 27.5 7.5 - - 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10.0
情報通信業 206 1.5 0.5 - 37.9 13.6 26.7 5.8 - - 2.9 - 0.5 - - - 6.3 4.4
運輸業、郵便業 323 1.5 0.6 - 0.6 3.4 15.2 1.2 - 1.2 3.7 - 4.6 37.5 - 13.9 9.0 7.4
卸売業、小売業 897 1.6 1.3 0.4 0.4 7.8 27.2 26.1 0.2 0.9 5.1 0.4 4.9 3.8 0.2 5.1 6.4 8.0
金融業、保険業 65 4.6 - - - 1.5 72.3 3.1 - - 3.1 - 1.5 1.5 - 1.5 3.1 7.7
不動産業、物品賃貸業 86 3.5 - - - 10.5 48.8 7.0 - 2.3 10.5 - 2.3 - 1.2 3.5 5.8 4.7
学術研究、専門・技術サービス業 144 1.4 0.7 0.7 4.2 44.4 27.1 - - - 3.5 0.7 1.4 - 0.7 2.1 6.3 6.9
宿泊業、飲食サービス業 277 1.1 - - - 4.0 2.2 5.1 - 63.5 11.2 0.4 2.2 - - 1.1 0.7 8.7
生活関連サービス業、娯楽業 142 0.7 0.7 - 0.7 4.9 14.8 6.3 0.7 2.8 43.7 2.1 4.9 - 0.7 6.3 3.5 7.0
教育、学習支援業 131 0.8 2.3 48.1 - 6.1 28.2 0.8 - - 3.1 - - 0.8 - 2.3 2.3 5.3
医療、福祉 243 0.8 10.7 4.5 - 17.3 7.4 - 41.6 1.2 5.3 0.4 0.4 - - 0.8 4.1 5.3
その他サービス業 700 1.3 0.4 0.6 2.6 13.1 26.4 2.1 0.1 1.0 18.1 4.7 5.1 1.3 0.3 10.0 6.6 6.1
サービス業計 1,282 1.2 0.4 0.4 2.0 13.7 20.5 3.0 0.2 14.6 17.6 3.0 4.1 0.7 0.3 6.6 4.9 6.9

4,665 0.5 1.4 2.4 1.1 5.9 22.6 5.0 2.7 5.9 8.6 1.1 17.5 1.8 0.5 9.2 7.1 6.8

建設業 263 0.8 0.8 0.4 0.8 11.8 42.6 2.7 1.5 0.4 4.2 1.1 4.6 - 7.6 8.7 5.3 6.8
製造業 1,177 0.5 0.4 0.1 0.6 3.6 14.7 0.8 0.2 1.6 0.8 0.3 56.6 0.8 - 6.9 4.2 7.8
電気・ガス・熱供給・水道業 34 - - - - 5.9 35.3 - - 5.9 17.6 11.8 - - - - 14.7 8.8
情報通信業 127 0.8 0.8 - 17.3 10.2 47.2 0.8 - - 3.1 0.8 3.1 - - - 11.0 4.7
運輸業、郵便業 297 0.3 - 0.3 0.3 2.4 23.6 1.0 1.0 1.3 5.1 1.0 4.7 16.8 - 19.9 15.8 6.4
卸売業、小売業 897 0.2 1.4 0.6 0.9 3.3 28.2 19.5 0.1 1.6 7.7 0.4 8.2 1.2 - 9.9 9.8 6.8
金融業、保険業 78 1.3 - - 1.3 - 78.2 1.3 - 1.3 5.1 - 1.3 - - 5.1 1.3 3.8
不動産業、物品賃貸業 79 - - - 2.5 2.5 39.2 5.1 - 2.5 20.3 1.3 2.5 - - 11.4 10.1 2.5
学術研究、専門・技術サービス業 116 0.9 2.6 1.7 1.7 34.5 34.5 1.7 - 0.9 0.9 0.9 1.7 - 0.9 4.3 4.3 8.6
宿泊業、飲食サービス業 307 - - 0.7 - 1.0 0.7 2.3 - 64.2 11.7 0.3 1.3 0.7 - 6.5 2.9 7.8
生活関連サービス業、娯楽業 163 - - 0.6 - 5.5 12.3 4.3 0.6 3.7 47.2 1.2 4.3 0.6 - 9.8 3.7 6.1
教育、学習支援業 160 0.6 3.1 52.5 1.3 5.6 18.1 - - - 5.6 - - 0.6 - 1.3 5.0 6.3
医療、福祉 273 - 12.1 4.4 - 13.2 5.9 - 42.1 2.2 7.0 - - 0.7 - 2.9 4.8 4.8
その他サービス業 646 0.8 0.5 0.5 0.8 7.3 26.0 2.5 - 2.9 18.4 4.0 4.5 0.9 0.2 17.0 7.9 5.9
サービス業計 1,248 0.6 0.5 0.6 0.6 8.0 18.8 2.7 0.1 17.9 18.8 2.5 3.4 0.7 0.2 12.1 5.9 6.7

主
な
業
種

パートタイム契約労働者を雇用している企業計

主
な
業
種

フルタイム契約労働者を雇用している企業計
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なお、６．の人数がもっとも多い職種別にみると、フルタイム契約労働者あるいはパート

タイム契約労働者を問わず、契約期間を「3 ヶ月」に設定している企業は、「専門・技術職（情

報処理関係）」（フルタイム契約労働者で 23.3％、パートタイム契約労働者で 17.0％）や「製

造・生産工程職」（フル 10.5％、パート 13.1％）に多いといった特徴がみられる。また、「6
ヶ月」の企業についても、「製造・生産工程職」（フル 20.9％、パート 22.4％）や「販売職（営

業含む）」（フル 17.7％、パート 28.5％）、「輸送・機械運転職」（フル 17.0％、パート 22.9％）

等でやや多くなっている。 
 
 こうしたなか、雇用している人数を 100 として、これまでの実績・経験で、反復更新を含

めた通算勤続年数が、5 年を超える割合はどれくらいか尋ねると、フルタイム契約労働者で

は、「0％」（いない）の企業が 1／4 を超えた（28.7％）ものの、1％以上を記入（結果とし

て「いる」と回答）した企業も 6 割超（63.6％）みられ、平均値で 34.3％（中央値 25.0％）

と算出された（図表５）。同様に、パートタイム契約労働者についても、「0％」が 1／4 程度

（24.8％）となったが、1％以上の記入が 2／3 を上回り（67.4％）、平均値で 36.5％（中央

値 30.0％）と算出された。 
 

図表５ 反復更新を含めて通算勤続年数が 5 年を超える割合はどれくらいか 

           
 
 
 
 
                   
 

主な業種別にみると、フルタイム契約労働者については「医療,福祉」（平均値 38.8％（中

央値 35.0％））や「生活関連サービス業,娯楽業」（同 38.7％（31.5％））等、また、パートタ

イム契約労働者では「金融業,保険業」（同 47.3％（53.0％））や「製造業（同 41.4％（40.0％））」、

「医療,福祉」（同 41.0％（39.0％））等で、通算勤続年数が 5 年を超える割合がやや高くなっ

ている（附属統計表 124 頁）。 
同様に、雇用者規模別にみると、フルタイム契約労働者については大規模企業ほど、通算

勤続年数が 5 年を超える割合が高まる傾向がみられ（「49 人以下」で平均値 30.9％（中央値

10.0％）～｢1,000 人以上｣で同 38.5％（36.0％））、パートタイム契約労働者についても 999
人以下については、規模が大きいほど高まる様子が見て取れる（「49 人以下」で平均値 34.6％
（中央値 20.0％）～「300～999 人」で同 39.2％（37.0％））。 
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28.7 

15.9 

16.0 

12.8 

12.1 

16.0 

13.4 

10.1 

9.3 

12.7 

12.8 

7.8 

7.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイム契約労働者

（ｎ＝パートタイム契約労働者を

雇用している企業４，６６５社）

フルタイム契約労働者

（ｎ＝フルタイム契約労働者を

雇用している企業４，９０４社）

０％

１～２０％

２１～４０％

４１～６０％

６１～８０％

８１～１００％

無回答
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８．改正労働契約法についての対応状況・方針 
（１）無期転換ルールへの対応状況・方針 
 フルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者を雇用している企業を対象に、有

期契約を反復更新して通算 5 年を超えた場合に、労働者の申込みに基づき、期間の定めのな

い労働契約（無期契約）に転換できるルール（第 18 条）について、どのような対応を検討

しているか尋ねると12、いずれも「通算 5 年を超える有期契約労働者から、申込みがなされ

た段階で無期契約に切り換えていく」企業がもっとも多く（フルタイム契約労働者で 35.2％、

パートタイム契約労働者で 40.0％）、これに「対応方針は未定・分からない」（フル 26.9％、

パート 31.3％）、「有期契約労働者の適性を見ながら、5 年を超える前に無期契約にしていく」

（フル 25.0％、パート 16.2％）、「有期契約が更新を含めて通算 5 年を超えないように運用し

ていく」（フル 8.5％、パート 8.0％）等が続いた（図表６）。 
総じて、何らかの形（通算 5 年超から＋5 年を超える前に＋雇入れの段階から）で、無期

契約にしていく企業の割合が、フルタイム契約労働者で 6 割を超え（計 62.9％）、パートタ

イム契約労働者でも 6 割近い（計 58.9％）状況となっている。 
なお、フルタイム契約労働者とパートタイム契約労働者をともに雇用している企業（ｎ＝

3,626）でみると、両方とも対応方針が定まっている割合は 2／3 超（67.9％）で、このうち

両契約労働者で方針が一致している割合は 58.6％、一致しない割合が 9.3％となっている（他

に、両方とも不明が 26.6％、いずれか不明が 5.5％）。 
 

こうした結果を主な業種別にみると、何らかの形で無期契約にしていく企業割合が高いの

は、「医療,福祉」（フルタイム契約労働者を雇用している企業で 73.7％、同・パートタイム契

約労働者で 67.8％）や「生活関連サービス業,娯楽業」（フル 71.1％、パート 66.9％）等とな

った。その上で、どのような形で無期契約にしていくかの内訳として、「通算 5 年を超える

有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切り換えていく」企業が多いのは

「生活関連サービス業、娯楽業」（フル 49.3％、パート 54.0％）等、また、「有期契約労働者

の適性を見ながら、5 年を超える前に無期契約にしていく」企業が多いのは「情報通信業」

（フル 34.0％）や「医療,福祉」（パート 22.0％）等となっている。 
これに対し、「有期契約が更新を含めて、通算 5 年を超えないように運用していく」企業

割合が高いのは、「教育,学習支援業」（フル 21.4％、パート 20.6％）や、「不動産業,物品賃貸

業」（フル 20.9％、パート 22.8％）、「情報通信業」（フル 14.1％、パート 14.2％）等となっ

た。 

                                                
12 「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び

大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」（2014 年 4 月より施行）に基づき、大学等及び研究開発

法人の教員等、研究者、技術者、リサーチアドミニストレーター等については、無期契約に転換するまでの期間が 10
年に延長されている。そのため、これらの対応状況を記入する場合は、設問文の「5 年」を「10 年」に読み替えて回答し

てもらえるよう注釈した。 
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図表６ 無期転換ルールにどのような対応を検討しているか 
（全体計, 主たる業種別, 雇用者規模別） 
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有期契約労働者を派遣労働者や請負に切り換えていく 対応方針は未定・分からない

無回答

（集計対象：パートタイム契約労働者を雇用している企業）パートタイム契約労働者
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同様に、雇用者規模でみると、フルタイム契約労働者であるか、パートタイム契約労働者

であるかを問わず、何らかの形で無期契約にしていく企業割合は総じて約 6～7 割にのぼる

が、大規模企業になるほど緩やかに高まる傾向が見て取れる（「49 人以下」（フル 56.9％、

パート 57.6％～｢1,000 人以上｣（フル 68.8％、パート 64.3％））。 
どのような形で無期契約にしていくかの内訳をみると、概ね規模が大きくなるほど「通算

5 年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切り換えていく」割

合が高まる（「49 人以下」（フル 22.8％、パート 29.3％）～「1,000 人以上」（フル 45.9％、

パート 48.1％））。一方で、小規模企業になるほど「有期契約労働者の適性を見ながら、5 年

を超える前に無期契約にしていく」割合が高い（「49 人以下」（フル 28.4％、パート 21.4％）

～「1,000 人以上」（フル 21.7％、パート 15.9％））。 
なお、「有期契約が更新を含めて、通算 5 年を超えないように運用していく」企業につい

ては、規模に依らず 6～9％台と、いずれも一定程度にとどまっている。 
 

こうした結果を６．との関連で、人数がもっとも多い職種別にみると、何らかの形で無期

契約にしていく企業の割合が高いのは、「サービス職（介護関係）」（フルタイム契約労働者を

雇用している企業で 82.4％、同・パートタイム契約労働者で 69.8％）や「サービス職（飲食

関係）」（フル 71.1％、パート 64.5％）、「販売職（営業含む）」（フル 68.8％、パート 65.1％）

のほか、フルタイム契約労働者では「専門・技術職（情報処理関係）」（72.5％）等、パート

タイム契約労働者では「製造・生産工程職」（65.3％）等となっている（図表７）。 
どのような形で無期契約にしていくかの内訳として、「通算 5 年を超える有期契約労働者

から、申込みがなされた段階で無期契約に切り換えていく」企業の割合が高いのは、「サービ

ス職（介護関係）」（フル 49.1％、パート 46.0％）や「製造・生産工程職」（パート 48.0％）、

「販売職（営業含む）」（パート 46.4％）、「サービス職（飲食関係）」（フル 44.5％、パート

46.5％）、「保安職」（フル 44.4％）、「運搬・清掃等労務職」（フル 44.1％、パート 43.9％）

等である。これに対し、「有期契約労働者の適性を見ながら、5 年を超える前に無期契約にし

ていく」との回答割合は、フルタイム契約労働者で「専門・技術職（情報処理関係）」（43.3％）

等、また、パートタイム契約労働者では「建設・採掘職」（27.3％）や「専門・技術職（教育

関係）」（24.1％）等で特に高い。 
一方、「有期契約が更新を含めて、通算 5 年を超えないように運用していく」企業の割合

が高いのは、「管理職」（フル 17.3％）や「専門・技術職（その他）」（パート 15.9％）、「専門・

技術職（教育関係）」（フル 15.7％、パート 13.4％）、「事務職」（フル 13.3％）等となってい

る。 
 

また、７．の通算勤続年数が 5 年を超える割合との関係でみると、フルタイム契約労働者

あるいはパートタイム契約労働者を問わず、何らかの形で無期契約にしていく割合が高いの
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（集計対象：パートタイム契約労働者を雇用している企業）
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）
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務
職

（ｎ
＝
１
，
０
５
６
）

販
売
職
（営
業
含
む
）

（ｎ
＝
２
３
５
）

サ
ー
ビ
ス
職
（介
護
関
係
）

（ｎ
＝
１
２
６
）

サ
ー
ビ
ス
職
（飲
食
関
係
）

（ｎ
＝
２
７
３
）

サ
ー
ビ
ス
職
（
そ
の
他
）

（ｎ
＝
４
０
０
）

保
安
職

（ｎ
＝
５
１
）

製
造
・
生
産
工
程
職

（ｎ
＝
８
１
６
）

輸
送
・
機
械
運
転
職

（ｎ
＝
８
３
）

建
設
・採
掘
職

（ｎ
＝
２
２
）

運
搬
・清
掃
等
労
務
職

（ｎ
＝
４
３
１
）

専
門
・技
術
職
計

（ｎ
＝
５
０
６
）

サ
ー
ビ
ス
職
計

（ｎ
＝
７
９
９
）

無回答

対応方針は未定・分からない

有期契約労働者を、派遣労働者や請負に切り換えていく

雇入れの段階から無期契約にする（有期契約での雇入れは行わないようにする）

有期契約労働者の適性を見ながら、５年を超える前に無期契約にしていく

通算５年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切り換えていく

有期契約が更新を含めて通算５年を超えないように運用していく

パートタイム契約労働者

は、「61～80％」の企業（フルで 71.5％、パートで 65.7％）である（図表８）。更に、「61～
80％」を下回る企業群については、通算勤続年数が 5 年を超える割合が低下するほど「有期

契約が更新を含めて、通算 5 年を超えないように運用していく」割合や、「有期契約労働者

の適性を見ながら、5 年を超える前に無期契約にしていく」割合が高くなり、一方で、通算

勤続年数が 5 年を超える割合が上昇するほど、「通算 5 年を超える有期契約労働者から、申

込みがなされた段階で無期契約に切り換えていく」割合が高まる傾向が見て取れる。 
 

図表７ 無期転換ルールにどのような対応を検討しているか（もっとも人数が多い職種別） 
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フルタイム契約労働者
（集計対象：フルタイム契約労働者を雇用している企業）
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図表８ 無期転換ルールにどのような対応を検討しているか 
（通算勤続年数が 5 年を超える割合別） 

              
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
（２）無期契約に転換するメリットと課題 

（１）でフルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者を、何らかの形で無期契

約にしていくと回答した企業（ｎ＝3,713）を対象に、有期契約労働者を無期契約に転換す

るメリットをどう考えるか尋ねると（複数回答）、「長期勤続・定着が期待できる」（68.9％）

がもっとも多く、これに「有期契約労働者の雇用に対する不安感を払拭し、働く意欲を増大

できる」（56.6％）、「要員を安定的に確保できるようになる」（39.2％）等が続いた（1 企業

当たりのメリット数は平均 2.5）。なお、結果として 93.7％の企業が、何らかのメリットがあ

ると回答したことになる（図表９）。 
こうした結果を主な業種別にみると、「長期勤続・定着が期待できる」については、「宿泊

業,飲食サービス業」（77.7％）や「運輸業,郵便業」（74.9％）、「医療,福祉」（74.4％）等で回

答割合が高い（附属統計表 142 頁）。また、「有期契約労働者の雇用に対する不安感を払拭し、

働く意欲を増大できる」については、「不動産業,物品賃貸業」（70.6％）や「金融業,保険業」

（66.0％）等、更に、「要員を安定的に確保できるようになる」は、「医療,福祉」（49.3％）

（ｎ＝パートタイム契約労働者を雇用している企業）パートタイム契約労働者
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（集計対象：フルタイム契約労働者を雇用している企業）

（集計対象：パートタイム契約労働者を雇用している企業）
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や「宿泊業,飲食サービス業」（46.4％）等で高くなっている。 
同様に、雇用者規模別では、「有期契約労働者の雇用に対する不安感を払拭し、働く意欲

を増大できる」（「49 人以下」で 51.8％～「1,000 人以上」で 62.3％）や「要員を安定的に

確保できるようになる」（同順に 37.8％～45.8％）等について、大規模企業になるほど緩や

かに高まる傾向が見て取れる。 
 

図表９ 無期契約に転換するメリット（左）や課題（右）をどう考えるか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

一方、有期契約労働者を無期契約に転換すると、雇用管理上、どのようなことが課題にな

ると思うか尋ねると（複数回答）、多かった順に「雇用調整が必要になった場合の対処方法」

（48.8％）や、「正社員と有期契約労働者の間の仕事や労働条件のバランスの図り方」（45.7％）、

また、「業務量の変動に伴う労働条件の調整方法」（29.9％）等が挙がった（1 企業当たりの

課題数は平均 1.8）。なお、結果として 92.5％の企業が、何らかの課題があると回答したこと

になる。 
主な業種別にみると、「雇用調整が必要になった場合の対処方法」については、「その他サ

ービス業」（56.4％）など「サービス業計」（52.2％）や「製造業」（52.0％）等で回答割合が

高い（附属統計表 142 頁）。また、「正社員と有期契約労働者の間の仕事や労働条件のバラン

スの図り方」については、「生活関連サービス業,娯楽業」（56.8％）や「医療,福祉」（52.6％）

等で高くなっている。更に、「業務量の変動に伴う労働条件の調整方法」については「情報通

信業」（39.4％）、「不動産業,物品賃貸業」及び「学術研究,専門・技術サービス業」（ともに

37.3％）、「金融業,保険業」（36.2％）で 1／3 を超えた。 
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（ｎ＝フルタイムあるいはパートタイムの契約労働者について

何らかの形で無期契約にしていく企業３，７１３社）

（ｎ＝フルタイム契約労働者あるいはパートタイムの契約労働者に

ついて何らかの形で無期契約にしていく企業３，７１３社）

（ｎ＝フルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者に

ついて何らかの形で無期契約にしていく企業３，７１３社）

有
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雇用者規模別では、「雇用調整が必要になった場合の対処方法」（「49 人以下」で 38.2％～

「1,000 人以上」で 61.9％）や「正社員と有期契約労働者の間の仕事や労働条件のバランス

の図り方」（同順に 39.9％～59.7％）のほか、「労働組合や労働者代表等との協議・調整」（同

1.8％～13.6％）等について、大規模企業になるほど回答割合が高まる傾向が見て取れる。な

お、「正社員の新規採用に対する影響」（同 16.8％～15.7％）等については、規模に依らず一

定程度となっているのが特徴である。 
 
 
（３）無期契約への転換方法 

（１）で何らかの形で無期契約にしていくと回答した企業を対象に、どのような形態で無

期契約にするか尋ねると、フルタイム契約労働者（ｎ＝3,086）、パートタイム契約労働者（ｎ

＝2,749）のいずれも、「（新たな区分は設けず）各人の有期契約当時の業務・責任、労働条

件のまま、契約だけ無期へ移行させる」割合がもっとも多くなった（フル 37.3％、パート

50.6％）（図表１０）。これに、フルタイム契約労働者では「既存の正社員区分に転換する」

（30.8％）や、「分からない（具体的には未だ考えていない）」（15.9％）等、また、パートタ

イム契約労働者については「分からない（同）」（20.8％）や、「既存の正社員区分に転換する」

（14.2％）等が続く。なお、正社員以外の無期契約区分13を活用する割合は、フルタイム契

約労働者で「既存の無期契約区分」が 4.6％、「新たな無期契約区分」が 7.7％で計 12.3％に

対し、パートタイム契約労働者でも同順に 4.1％、6.1％の計 10.2％と、いずれも 1 割程度に

とどまっている。 
 
 こうした結果を主な業種別にみると、フルタイム契約労働者を「既存の正社員区分に転換

する」企業は、「情報通信業」（45.9％）等に多い。また、パートタイム契約労働者について、

「（新たな区分は設けず）各人の有期契約当時の業務・責任、労働条件のまま、契約だけ無期

へ移行させる」企業は、「金融業,保険業」（65.0％）等で多くなっている。 
 雇用者規模別では、フルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者とも、小規模

企業になるほど「既存の正社員区分に転換する」割合が高まる。一方で、大規模企業になる

ほど、中間的な「既存・新設の無期契約区分」を活用する割合や、「（新たな区分は設けず）

各人の有期契約当時の業務・責任、労働条件のまま契約だけ無期へ移行させる」割合が、高

まる傾向が見て取れる。 
 

                                                
13 正社員の中に複数の区分がある場合、｢既存の正社員区分｣とは職種・職務や勤務地（配転・異動）、役職の範囲がも

っとも広く、また、労働時間がもっとも長い｢（無限定）正社員｣を指すとし、その場合、｢既存・新設の無期契約（正社員）

区分｣とは、上記いずれかの働き方が限定されている｢多様な正社員｣に相当すると注釈した。 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中小企業（３００人未満）

計（ｎ＝２，１４７）

１，０００人以上

（ｎ＝１９８）

３００～９９９人

（ｎ＝３４８）

１００～２９９人

（ｎ＝９１１）

５０～９９人

（ｎ＝７４１）

４９人以下

（ｎ＝４９５）

サービス業計

（ｎ＝７０９）

その他サービス業

（ｎ＝３４１）

医療、福祉

（ｎ＝１８５）

教育、学習支援業

（ｎ＝８４）

生活関連サービス業、

娯楽業（ｎ＝１０９）

宿泊業、飲食サービス業

（ｎ＝１９５）

学術研究、専門・技術

サービス業（ｎ＝６１）

不動産業、物品賃貸業

（ｎ＝３７）

金融業、保険業

（ｎ＝４７）

卸売業、小売業

（ｎ＝５４７）

運輸業、郵便業

（ｎ＝１７９）

情報通信業

（ｎ＝６３）

製造業

（ｎ＝７３４）

建設業

（ｎ＝１４０）

全体計

（ｎ＝２，７４９）

既存の正社員区分に転換する

上記以外の既存の無期契約（正社員）区分に転換する
上記以外の新たな無期契約（正社員）区分を設置する

（新たな区分は設けず）各人の有期契約当時の業務・責任、労働条件のまま、契約だけ無期へ移行させる
分からない（具体的には未だ考えていない）

その他
無回答

パートタイム契約労働者
（集計対象：パートタイム契約労働者について何らかの形で無期契約にしていく企業）

図表１０ どのような形態で無期契約にするか 
        （全体計, 主たる業種別, 雇用者規模別） 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.9 

13.4 

21.7 

31.5 

32.8 

40.8 

29.6 

30.3 

29.1 

28.2 

21.8 

31.9 

31.0 

16.3 

25.0 

30.2 

30.9 

45.9 

31.0 

34.7 

30.8 

4.3 

6.5 

4.6 

4.5 

3.8 

5.0 

5.0 

5.4 

5.6 

2.8 

2.0 

3.7 

8.3 

0.0 

3.1 

3.9 

6.4 

6.8 

4.0 

6.0 

4.6 

6.2 

18.5 

11.5 

7.5 

6.3 

3.7 

6.2 

6.9 

7.8 

2.8 

6.9 

3.7 

8.3 

20.9 

3.1 

9.3 

6.4 

10.5 

7.5 

6.5 

7.7 

35.4 

48.6 
43.2 

37.6 

36.7 

28.7 

40.4 

39.4 

38.0 

46.5 

43.6 

41.9 

36.9 

41.9 

53.1 

36.1 

37.3 

22.6 

38.2 

31.2 

37.3 

16.2 

10.6 

16.1 

15.4 

17.3 

16.2 

15.7 

15.3 

15.1 

14.1 

21.8 

14.7 

13.1 

11.6 

12.5 

17.1 

17.2 

11.3 

15.8 

16.1 

15.9 

1.0 

1.4 

0.5 

1.5 

0.8 

0.4 

1.5 

2.0 

0.0 

0.0 

2.0 

0.5 

1.2 

0.0 

3.1 

1.1 

0.0 

0.8 

1.2 

0.0 

1.0 

2.8 

0.9 

2.4 

1.9 

2.4 

5.4 

1.7 

0.7 

4.5 

5.6 

2.0 

3.7 

1.2 

9.3 

0.0 

2.3 

2.0 

2.3 

2.3 

5.5 

2.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中小企業（３００人未満）

計（ｎ＝２，４３８）

１，０００人以上

（ｎ＝２１６）

３００～９９９人

（ｎ＝３７３）

１００～２９９人

（ｎ＝１，０３９）

５０～９９人

（ｎ＝８７９）

４９人以下

（ｎ＝５２０）

サービス業計

（ｎ＝７８５）

その他サービス業

（ｎ＝４０６）

医療、福祉

（ｎ＝１７９）

教育、学習支援業

（ｎ＝７１）

生活関連サービス業、

娯楽業（ｎ＝１０１）

宿泊業、飲食サービス業

（ｎ＝１９１）

学術研究、専門・技術

サービス業（ｎ＝８４）

不動産業、物品賃貸業

（ｎ＝４３）

金融業、保険業

（ｎ＝３２）
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運輸業、郵便業

（ｎ＝２０４）

情報通信業

（ｎ＝１３３）

製造業

（ｎ＝８３５）

建設業

（ｎ＝１９９）

全体計

（ｎ＝３，０８６）

フルタイム契約労働者 （集計対象：フルタイム契約労働者について何らかの形で無期契約にしていく企業）
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無回答
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分からない（具体的には未だ考えていない）

（新たな区分は設けず）各人の有期契約当時の業務・責任、労働条件のまま、契約だけ無期へ移行させる

下記以外の新たな無期契約（正社員）区分を設置する

下記以外の既存の無期契約（正社員）区分に転換する

既存の正社員区分に転換する

（集計対象：パートタイム契約労働者について何らかの形で無期契約にしていく企業）

（集計対象：フルタイム契約労働者について何らかの形で無期契約にしていく企業）

 ６．との関連で、人数がもっとも多い職種別にみると、フルタイム契約労働者について「既

存の正社員区分に転換する」企業の割合は、「専門・技術職（情報処理関係）」（60.9％）で突

出して高くなっている（図表１１）。また、「専門・技術職（教育関係）」（43.5％）や「建設・

採掘職」（40.6％）等でも 4 割を超えて高い。一方、中間的な「既存・新設の無期契約区分」

を活用する企業の割合は、職種を問わず 1 割台にとどまるが、やや高いのは「販売職（営業

含む）」（16.6％）や「運搬・清掃等労務職」（16.5％）、「専門・技術職（情報処理関係）」（16.1％）

等である。 
 

図表１１ どのような形態で無期契約にするか 
   （もっとも人数の多い職種別） 
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雇入れの段階から無期契約にする

（有期契約での雇入れは行わない

ようにする）（ｎ＝１３４）

有期契約労働者の適性を見ながら、

５年を超える前に無期契約にしていく

（ｎ＝１，２２６）

通算５年を超える有期契約労働者から、

申込みがなされた段階で無期契約に

切り換えていく（ｎ＝１，７２６）

全体計（ｎ＝３，０８６）

（ｎ＝フルタイム契約労働者を何らかの形で無期契約にしていく企業）フルタイム契約労働者 （集計対象：フルタイム契約労働者を何らかの形で無期契約にしていく企業）

また、「（新たな区分は設けず）各人の有期契約当時の業務・責任、労働条件のまま、契約

だけ無期へ移行させる」企業の割合が高いのは、「保安職」（50.0％）や「運搬・清掃等労務

職」（46.0％）、「サービス職（飲食関係）」（45.3％）等となっている。なお、「分からない（具

体的には未だ考えていない）」については、「管理職」（33.3％）等で高い。 
 同様に、パートタイム契約労働者について「既存の正社員区分に転換する」企業の割合は、

「専門・技術職（情報処理関係）」（46.2％）や「管理職」（45.5％）で 4 割を超えた。また、

中間的な「既存・新設の無期契約区分」についても、「管理職」（18.2％）等で高くなってい

る。これに対し、「（新たな区分は設けず）各人の有期契約当時の業務・責任、労働条件のま

ま、契約だけ無期へ移行させる」企業の割合が高いのは、「販売職（営業含む）」（58.8％）等

である。なお、「分からない（具体的には未だ考えていない）」については、「専門・技術職（そ

の他）」（28.9％）等で高い。 
 

一方、（１）の無期転換ルールへの対応状況・方針との関係を調べると、少なくともフル

タイム契約労働者については、「通算 5 年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた

段階で無期契約に切り換えていく」企業で「（新たな区分は設けず）各人の有期契約当時の業

務・責任、労働条件のまま、契約だけ無期へ移行させる」割合が高いのに対し、「有期契約労

働者の適性を見ながら、5 年を超える前に無期契約にしていく」企業では「既存の正社員区

分に転換する」割合が高く、「雇入れの段階から無期契約にする」企業はその中間的な分布と

いった、顕著な違いが見て取れる（図表１２）。 
 

図表１２ 無期転換ルールへの対応状況・方針と無期契約への転換方法の関係 

             
 
 
 
 
 
                    
                 
 
 
 
 

（集計対象：パートタイム契約労働者を何らかの形で無期契約にしていく企業）
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ようにする）（ｎ＝１２８）

有期契約労働者の適性を見ながら、

５年を超える前に無期契約にしていく

（ｎ＝７５４）

通算５年を超える有期契約労働者から、

申込みがなされた段階で無期契約に

切り換えていく（ｎ＝１，８６７）

全体計（ｎ＝２，７４９）

既存の正社員区分に転換する

上記以外の既存の無期契約（正社員）区分に転換する

上記以外の新たな無期契約（正社員）区分を設置する

（新たな区分は設けず）各人の有期契約当時の業務・責任、労働条件のまま、契約だけ無期へ移行させる

分からない（具体的には未だ考えていない）

その他

無回答

パートタイム契約労働者
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パートタイム契約労働者についても同様の傾向が窺えるが、フルタイム契約労働者と異な

り、いずれの方針であっても、無期化の形態は「（新たな区分は設けず）各人の有期契約当時

の業務・責任、労働条件のまま、契約だけ無期へ移行させる」企業がもっとも多い点が特徴

である。即ち、無期転換ルールの効果は、フルタイム契約労働者－パートタイム契約労働者

の間で異なる可能性があると言える。 
なお、フルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者を問わず、無期化の形態が

「分からない（具体的には未だ考えていない）」企業が 2 割を超えてやや多いのは、「通算 5
年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切り換えていく」企業

となっている。 
 
（４）今後 3 年間に無期契約に転換している割合 
 （１）で「通算 5 年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切

り換えていく」あるいは「有期契約労働者の適性を見ながら、5 年を超える前に無期契約に

していく」と回答した企業を対象に、雇用している人数を 100 として、今後 3 年間（2019
年 9 月末まで）に、無期契約に転換している割合はどれくらいだと思うか尋ねると、フルタ

イム契約労働者（ｎ＝2,952）については、「0％」が 1 割程度（10.2％）みられたものの、

最多は「81～100％」（18.4％）で、平均値は 47.7％（中央値 50.0％）と算出された（図表

１３）。 
同様に、パートタイム契約労働者（ｎ＝2,621）についても、18.2％の企業が「0％」とし、

もっとも多い回答も「1～20％」（18.5％）となったが、これに続くのは「41～60％」（14.8％）

で、平均値は 37.9％（中央値 30.0％）と算出された。 
 

図表１３ 今後 3 年間に無期契約に転換している割合はどれくらいだと思うか（上） 
   これまでの実績・経験で通算勤続年数が 5 年を超える割合はどれくらいか（下） 

                     
 
 
 
 
 
                        
 
 

18.2 

10.2 

18.5 

16.6 

8.3 

9.7 

14.8 

16.2 

7.2 

9.8 

12.9 

18.4 

20.0 

19.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイム契約労働者

（ｎ＝「通算５年を超える有期契約労働者から、

申込みがなされた段階で無期契約に切り換えて

いく」あるいは「適性を見ながら、５年を超える

前に無期契約にしていく」企業２，６２１社）

フルタイム契約労働者

（ｎ＝「通算５年を超える有期契約労働者から、

申込みがなされた段階で無期契約に切り換えて

いく」あるいは「適性を見ながら、５年を超える

前に無期契約にしていく」企業２，９５２社）

21.7 

26.8 

16.7 

16.3 

13.5 

12.7 

17.3 

14.5 

11.4 

10.5 

13.7 

13.2 

5.6 

6.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイム契約労働者

（ｎ＝「通算５年を超える有期契約労働者から、

申込みがなされた段階で無期契約に切り換えて

いく」あるいは「適性を見ながら、５年を超える

前に無期契約にしていく」企業２，６２１社）

フルタイム契約労働者

（ｎ＝「通算５年を超える有期契約労働者から、

申込みがなされた段階で無期契約に切り換えて

いく」あるいは「適性を見ながら、５年を超える

前に無期契約にしていく」企業２，９５２社）

０％

１～２０％

２１～４０％

４１～６０％

６１～８０％

８１～１００％

無回答
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 なお、７．でみた通算勤続年数が 5 年を超える人数割合を、同様の企業で集計し直すと、

フルタイム契約労働者の平均値は 35.9％（中央値 29.0％）、パートタイム契約労働者では

38.8％（中央値 33.0％）と算出される。 
 総じて、今後 3 年間に無期契約に転換している割合については、無回答となった企業も少

なくないものの、概ね、フルタイム契約労働者については、これまでの実績・経験で通算勤

続年数が 5 年を超える人数割合を大きく上回る無期転換が、また、パートタイム契約労働者

についても、概ね通算勤続年数が 5 年を超える人数割合に沿った無期転換が、想定されてい

ることが分かる。 
 
 その上で、今後 3 年間に無期契約に転換している割合を主な業種別にみると、フルタイム

契約労働者については「不動産業,物品賃貸業」（平均値 57.4％（中央値 60.0％））や「金融

業,保険業」（同 54.4％（50.0％））等で半数を超えて高い（附属統計表 137 頁）。また、パー

トタイム契約労働者についても、「金融業,保険業」（同 51.8％（50.0％））等で高くなっている。 
一方、雇用者規模別では特段、特徴的な傾向はみられず、フルタイム契約労働者について

は総じて 4～5 割程度、パートタイム契約労働者は 3～4 割程度となっている。 
  
（５）「別段の定め」の活用意向 

改正労働契約法の第 18 条に依れば、無期契約化に際しての労働条件は原則、直前の有期

契約と同一になるが、就業規則や個別の契約等に「別段の定め」を設ければ、変更すること

も可能であるとされている。 
そこで、（１）で「通算 5 年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期

契約に切り換えていく」あるいは「有期契約労働者の適性を見ながら、5 年を超える前に無

期契約にしていく」と回答した企業（ｎ＝3,543）を対象に、そうした「別段の定め」を活

用する意向があるか尋ねると、「活用する」割合は約 2 割（19.1％）で、「活用しない」（28.9％）

が上回る結果となった（図表１４）。なお、もっとも多かったのは「未定・分からない」で、

半数近い（48.0％）。 
その上で、「別段の定め」を「活用する」とした企業（ｎ＝675）に対して、有期契約時か

ら変更を求める労働条件を具体的に尋ねると（複数回答）、多かった順に「職務（業務の内容・

範囲や責任の程度）」（57.5％）、「定年年齢」（42.7％）、「勤務地・配置転換の範囲」（33.3％）、

「所定労働時間の長さ」（24.7％）、「服務規律（兼業規制等）」（19.9％）等が挙がった（変更

する労働条件数は 1 企業当たり平均 2.2）。 
 同様に、「別段の定め」により、有期契約時から改善（新たな支給・適用、水準の引き上げ

等）する処遇要素があるか尋ねると（複数回答）、もっとも多かったのは「基本賃金」（42.5％）

で、これに「賞与」（38.1％）や「退職金」（34.2％）、「家族手当」（16.3％）、「その他手当」

（14.4％）、「教育訓練（職場内）」（13.2％）、「住宅手当」（13.0％）等が続いた（改善する処
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制
等
）

そ
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他

無
回
答

％

（複数回答）

（ｎ＝別段の定めを活用する企業６７５社）

活用する, 
19.1 

活用しない,
28.9 

未定・分から

ない, 48.0 

無回答, 
4.0 

（ｎ＝フルタイムあるいはパートタイム

の契約労働者について、通算５年を

超える有期契約労働者から、申込み

なされた段階で、あるいは通算５年を

超える前に無期契約にしていくと回答

した企業３，５４３社）

（％）

遇要素数は 1 企業当たり平均 2.7）。 
 
 なお、有期契約時から変更を求める労働条件と、有期契約時から改善（新たな支給・適用、

水準の引き上げ等）する処遇要素の関係をみると、例えば「職務（業務の内容・範囲や責任

の程度）」を変更する企業（ｎ＝388）では、同時に「勤務地・配置転換の範囲」（43.3％や

「定年年齢」（33.8％）、「所定労働時間の長さ」（27.8％）等も変更するとしているが、改善

する処遇要素としては、多かった順に「基本賃金」（52.3％）、「賞与」（45.6％）、「退職金」

（41.2％）等を挙げている（改善する処遇要素数は 1 企業当たり平均 3.1）。 
 

図表１４ 「別段の定め」を活用するか（左） 
有期契約時から変更を求める労働条件は何か（右上） 
改善（新たな支給・適用、水準の引き上げ等）する処遇要素は何か（右下） 
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（ｎ＝別段の定めを活用する企業６７５社）

（ｎ＝フルタイム契約労働者あるいはパート

タイム契約労働者について、通算５年を

超える有期契約労働者から、申込みが

なされた段階で、あるいは通算５年を

超える前に無期契約にしていくと回答

した企業３，５４３社）

調査シリーズNo.171

独立行政法人 労働政策研究・研修機構（JILPT）



－24－

（６）無期転換申込権の発生に係る周知の意向 
（１）で「通算 5 年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切

り換えていく」と回答した企業（ｎ＝2,280）を対象に、通算勤続年数が 5 年を超える有期

契約労働者について、無期契約への転換申込権が発生する旨の周知を行う予定があるか尋ね

ると、「行う（既に行った含む）」との回答が半数（55.1％）を超え、明確に「行わない」と

する企業は 6.8％にとどまった。ただ、「未定・分からない」企業も、1／3 超（35.1％）みら

れた（図表１５）。 
主な業種別にみると、「行う（既に行った含む）」企業の割合は、「情報通信業」（76.1％）

や「金融業,保険業」（73.3％）、「学術研究,専門・技術サービス業」（64.7％）等で高くなって

いる（附属統計表 136 頁）。一方、「行わない」とする企業の割合は、「その他サービス業（他

に分類されないもの）」（10.2％）等でやや高い。なお、「未定・分からない」割合が高いのは、

「宿泊業,飲食サービス業」（44.6％）や「生活関連サービス業,娯楽業」（42.7％）等である。 
 

図表１５ 無期転換申込権の発生に係る周知を行う予定はあるか 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
（７）有期契約で採用してから無期転換するまでの期間 

（１）で「有期契約労働者の適性を見ながら、5 年を超える前に無期契約にしていく」と

回答した企業を対象に、有期契約で採用してからどの程度の期間で、無期契約にしていくか

尋ねると、フルタイム契約労働者（ｎ＝1,226）については、「4 年超～5 年以下」が 2 割超
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中小企業（３００人未満）

計（ｎ＝１，７７３）

１，０００人以上

（ｎ＝１７０）

３００～９９９人

（ｎ＝２９３）

１００～２９９人

（ｎ＝７９１）

５０～９９人

（ｎ＝６４６）

４９人以下

（ｎ＝３３６）

サービス業計

（ｎ＝５８２）

その他サービス業

（ｎ＝２９４）

医療、福祉

（ｎ＝１２４）

教育、学習支援業

（ｎ＝５５）

生活関連サービス業、

娯楽業（ｎ＝９６）

宿泊業、飲食サービス業

（ｎ＝１３９）

学術研究、専門・技術

サービス業（ｎ＝５１）

不動産業、物品賃貸業

（ｎ＝３６）

金融業、保険業

（ｎ＝３０）

卸売業、小売業

（ｎ＝４３８）

運輸業、郵便業

（ｎ＝１３９）

情報通信業

（ｎ＝６７）

製造業

（ｎ＝６３５）

建設業

（ｎ＝１４６）

全体計

（ｎ＝２，２８０）

行う（既に行った含む） 行わない 未定・分からない 無回答

（ｎ＝フルタイムあるいはパートタイムの契約労働者について、通算５年を超える有期契約労働者から、

申込みがなされた段階で無期契約に切り換えていくと回答した企業）

（集計対象：フルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者について、通算５年を超える

有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切り換えていくと回答した企業）
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（23.9％）で、これに「3 年超～4 年以下」（15.5％）、「1 年超～2 年以下」及び「2 年超～3
年以下」（ともに 15.1％）等が続いた（図表１６）。 

同様に、パートタイム契約労働者（ｎ＝754）についても、最多は「4 年超～5 年以下」で

1／3 を超え（36.5％）、次いで「3 年超～4 年以下」（13.7％）、「2 年超～3 年以下」（13.3％）

等となっている。 
総じて、「1 年以下」とする企業は 1 割程度（フル計 12.6％、パート計 9.4％）で、これを

「１年超～3 年以下」（フル 30.2％、パート 23.2％）と合わせると、「3 年以下」としている

企業が、フルタイム契約労働者で 4 割を超え（計 42.7％）、パートタイム契約労働者でも 3
割超（計 32.6％）となった。 
 
 なお、「有期契約労働者の適性を見ながら、5 年を超える前に無期契約にしていく」姿勢を

基本に据えつつも、無期契約にするまで「4 年超～5 年以下」を要するとした企業（フルタ

イム契約労働者を雇用している企業に占める割合で 6.0％、同・パートタイム契約労働者で

5.9％）については、無期契約にするか否かの最終的な判断を、転換申込権が発生する直前の

契約更新時点で行っていく可能性が高いのではないかとみられる。即ち、適性を見極める中

では、結果として、「有期契約が更新を含めて通算 5 年を超えない」ような運用に至る恐れ

もある点に、留意する必要があると思われる。 
 

図表１６ 有期契約労働者で採用してから、どの程度の期間で無期契約にしていくか 
                        
 
 
 
 
 
 
（８）通算 5 年未満に抑制する理由と抑制方法 

一方、（１）で「通算 5 年を超えないよう運用していく」と回答した企業（ｎ＝583）を対

象に、通算 5 年を超えないように運用する理由を尋ねると（複数回答）、多かった順に「従

来からそうした契約管理を行ってきたから」（40.3％）、「景気変動等に伴う雇用の調整余地を

残しておきたいから」（28.0％）、「定期的に人材の新陳代謝を図りたいから」（26.8％）、「人

件費を増加・固定化させたくないから」（23.8％）等が挙がった（1 企業当たりの理由数は平

均 1.6）（図表１７）。 
主な業種別にみると、「従来からそうした契約管理を行ってきたから」については、「教育,

学習支援業」（62.2％）や「学術研究,専門・技術サービス業」（53.6％）等で回答割合が高い

2.8 

3.8 

6.6 

8.7 

9.9 

15.1 

13.3 

15.1 

13.7 

15.5 

36.5 

23.9 

17.2 

17.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイム契約労働者

（ｎ＝パートタイム契約労働者について

「適性を見ながら、５年を超える前に

無期契約にしていく」企業７５４社）

フルタイム契約労働者

（ｎ＝フルタイム契約労働者について

「適性を見ながら、５年を超える前に

無期契約にしていく」企業１，２２６社）

６ヶ月以下

６ヶ月超～１年以下

１年超～２年以下

２年超～３年以下

３年超～４年以下

４年超～５年以下

無回答
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（附属統計表 133 頁）。また、「景気の変動等に伴う雇用の調整余地を残しておきたいから」

については、「医療,福祉」（46.7％）や「製造業」（41.0％）等、更に「定期的に人材の新陳

代謝を図りたいから」は、「不動産業,物品賃貸業」（42.3％）や「教育,学習支援業」（40.5％）

等で、回答割合が 4 割を超え高くなっている。 
雇用者規模別では「人件費を増加・固定化させたくないから」等について、大規模企業に

なるほど回答割合が高まる傾向が見て取れる（「49 人以下」で 18.3％～｢1,000 人以上｣で

37.5％）。 
  

一方、同企業を対象に、どのような方法で通算 5 年未満に抑制するか尋ねると（複数回答）、

もっとも多かったのは「更新回数上限や通算勤続年数等で制限する」（64.5％）で、これに「契

約更新時の判断（人物や働きぶり等の選別）を厳格化する」（24.5％）、「契約期間を一定の業

務完了まで等で設定し、更新は原則行わないようにする」（12.7％）、「途中で随時、クーリン

グ（空白）期間を挟み、通算期間をリセットする14」（7.5％）等が続いた（1 企業当たりの抑

制方法数は平均 1.3）。 
 

図表１７ 通算 5 年を超えないように運用していく理由は何か（左） 
  どのような方法で通算 5 年未満に抑制するか（右） 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 「グループ内の複数企業での契約締結」や「出向・転籍の活用」「6 ヶ月後に再度雇用する登録制を設置」等を含むと

注釈した。 
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％

（複数回答）

（ｎ＝フルタイムあるいはパートタイムの

契約労働者について、「有期契約が

更新を含めて通算５年を超えないように

運用していく」と回答した企業５８３社）

（ｎ＝フルタイム契約労働者あるいはパート

タイム契約労働者について「有期契約が

更新を含めて通算５年を超えないように

運用していく」と回答した企業５８３社）

更
新
回
数
上
限
や
通
算
勤
続 

 
 
 

年
数
等
で
制
限
す
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主な業種別にみると、「更新回数上限や通算勤続年数等で制限する」企業は、「金融業,保険

業」（90.0％）や「教育,学習支援業」（81.1％）、「不動産業,物品賃貸業」（80.8％）等、また、

「契約更新時の判断（人物や働きぶり等の選別）を厳格化する」企業は、「運輸業,郵便業」

（32.3％）等に多い（附属統計表 133 頁）。 
雇用者規模別では、「1,000 人以上」で「更新回数上限や通算勤続年数等で制限する」割合

が 8 割を超え（81.3％）、また、「300～999 人以下」でも 3／4 を占め（75.0％）、特に高く

なっている。 
 
（９）対応方針を決める上でのネックと必要な行政支援 

（１）で「対応方針は未定・分からない」と回答した企業を対象に、現時点ではどのよう

な対応を検討しているか尋ねると（複数回答）、フルタイム契約労働者（ｎ＝1,320）、パー

トタイム契約労働者（ｎ＝1,460）とも、あくまで「対応方針は未定・分からない」とした

割合が、同順に 44.7％、47.9％と半数近くなったものの、次いで挙がったのは「通算 5 年を

超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切り換えていく」（フル

33.6％、パート 32.4％）であり、これに「有期契約労働者の適性を見ながら、5 年を超える

前に無期契約にしていく」（フル 20.4％、パート 15.6％）や、「有期契約が更新を含めて通算

5 年を超えないように運用していく」（フル 15.2％、パート 14.8％）等が続いた（図表１８）

（1 企業当たりの方針数は、フルタイム・パートタイム契約労働者とも平均 1.2）。 
 

図表１８ 無期転換ルールへの対応方針が未定・分からない場合でも、 
 現時点ではどのような対応を検討しているか 
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フルタイム契約労働者

（ｎ＝フルタイム契約労働者について「対応

方針は未定・分からない」企業１，３２０社）

パートイム契約労働者

（ｎ＝パートタイム契約労働者について「対応

方針は未定・分からない」企業１，４６０社）

％

（複数回答）

パートタイム契約労働者
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有期契約が

更新を含めて

通算５年を

超えないように

運用していく,
10.2 

通算５年を超える

有期契約労働者から、

申込みがなされた

段階で無期契約に

切り換えていく,
40.4 

有期契約労働者の

適性を見ながら、

５年を超える前に

無期契約にしていく, 
27.4 

雇入れの段階から

無期契約にする

（有期契約での雇入れは

行わないようにする）, 
3.1 

有期契約労働者を、

派遣労働者や請負に

切り換えていく, 0.4 
対応方針は未定・

分からない, 17.1 

無回答, 
1.3 

（ｎ＝フルタイム契約労働者を

雇用している企業４，９０４社）

フルタイム契約労働者について

有期契約が

更新を含めて

通算５年を

超えないように

運用していく, 
10.0 

通算５年を超える

有期契約労働者から、

申込みがなされた

段階で無期契約に

切り換えていく, 
46.5 

有期契約労働者の

適性を見ながら、

５年を超える前に

無期契約にしていく, 
18.2 

雇入れの段階から

無期契約にする

（有期契約での雇入れは

行わないようにする）, 
3.0 

有期契約労働者を、

派遣労働者や請負に

切り換えていく, 0.7 

対応方針は未定・

分からない,
20.2 

無回答, 
1.4 

（ｎ＝パートタイム契約労働者を

雇用している企業４，６６５社）

パートタイム契約労働者について

（％）

なお、上記のうち、いずれかの方針のみを単一回答した企業割合を算出すると、フルタイ

ム契約労働者（ｎ＝1,320）については、「有期契約が更新を含めて通算 5 年を超えないよう

に運用していく」が 6.5％、「通算 5 年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階

で無期契約に切り換えていく」が 19.5％、「有期契約労働者の適性を見ながら、5 年を超え

る前に無期契約にしていく」が 9.0％、「雇入れの段階から無期契約にする（有期契約での雇

入れは行わないようにする）」が 1.2％、「有期契約労働者を、派遣労働者や請負に切り換え

ていく」が 0.2％となった（計 36.4％）。なお、「対応方針は未定・分からない」のみを選択

した企業割合は 44.7％である。 
同様に、パートタイム契約労働者（ｎ＝1,460）については、「有期契約が更新を含めて通

算 5 年を超えないように運用していく」が 6.4％、「通算 5 年を超える有期契約労働者から、

申込みがなされた段階で無期契約に切り換えていく」が 20.8％、「有期契約労働者の適性を

見ながら、5 年を超える前に無期契約にしていく」が 6.6％、「雇入れの段階から無期契約に

する（有期契約での雇入れは行わないようにする）」が 1.0％、「有期契約労働者を、派遣労

働者や請負に切り換えていく」が 0.8％で（計 35.5％）、「対応方針は未定・分からない」の

みが 47.9％となった。 
 こうした結果を、（１）の無期転換ルールへの対応状況・方針に反映して試算すると、「通

算 5 年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切り換えていく」

企業は、フルタイム契約労働者で 40.4％、パートタイム契約労働者でも 46.5％まで増大し、

「有期契約労働者の適性を見ながら、5 年を超える前に無期契約にしていく」（フル 27.4％、

パート 18.2％）や「雇入れの段階から無期契約にする（有期契約での雇入れは行わないよう

にする）」（フル 3.1％、パート 3.0％）と合わせて、何らかの形で無期転換していく企業が、

フルタイム契約労働者で 7 割を超え（70.9％）、パートタイム契約労働者でも 2／3 超（67.8％）

にのぼる（図表１９）。 
 

図表１９ 現時点での候補を反映した無期転換ルールへの対応状況・方針（試算） 
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無
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答

％

（複数回答）

（ｎ＝フルタイムあるいはパートタイムの 契約労働者について、無期転換ルール

への対応方針は未定・分からないと 回答した企業１，８１７社）

（ｎ＝フルタイム契約労働者あるいはパートタイム 契約労働者について、

無期転換ルールへの対応方針は未定・分からないと回答した企業１，８１７社）

フルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者について、「対応方針は未定・分

からない」と回答した企業（ｎ＝1,817）を対象に、無期転換ルールへの対応方針を決める

上で、ネックになっていることを尋ねると（複数回答）、「無期転換後の人事処遇のあり方」

（36.5％）がもっとも多く、これに「事業の先行き見通しの不確実性」（33.6％）や「有期契

約労働者の転換希望の見極め」（27.8％）、「人事処遇制度全体の見直しの必要性」（25.6％）

等が続いた（図表２０）（1 企業当たりの課題数は平均 2.1）。 
また、同企業を対象に、対応方針を決める上で、どのような行政支援があれば良いと思う

か尋ねると（複数回答）、多かった順に「法の詳細についての情報提供（パンフレット配布、

セミナー開催等）」（34.1％）、「他社の事例・取組についての紹介」（29.9％）、「有期契約労働

者の処遇改善に伴う助成措置」（28.5％）等が挙がった（1 企業当たりの内容数は平均 1.5）。 
 

図表２０ 対応方針を決める上でネックになっていることは何か（左） 
       対応方針を決める上で、どのような行政支援があれば良いと思うか（右） 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
（１０）有期・無期契約労働者間の労働条件の不合理な相違を禁止するルールについての 

対応状況・方針 
改正労働契約法では、有期契約労働者と無期契約労働者の間で、期間の定めがあることに

よる、労働条件の不合理な相違を禁止するルール（第 20 条）も規定している。これに対応

するため、雇用管理上、何らかの見直しを行ったか尋ねると、フルタイム契約労働者あるい

はパートタイム契約労働者を雇用している企業（ｎ＝5,858）のうち、「既に見直しを行った」

割合は 5.7％で、「今後の見直しを検討している」割合も 10.3％にとどまった。これに対し、

「見直しを行うかどうかを含めて方針未定」（41.5％）と「見直し予定はない（現状通りで問

題ない）」（39.5％）がともに 4 割前後みられ、合わせて 8 割を超えた（図表２１）。 

（ｎ＝フルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者について、 

無期転換ルールへの対応方針は未定・分からないと回答した企業１，８１７社）
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の
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い
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明
確
化

そ
の
他

無
回
答

ｎ＝「既に見直しを行った」あるいは「今後の見直しを検討している」企業９４０社

ｎ＝「既に見直しを行った企業３３６社

ｎ＝「今後の見直しを検討している」企業６０４社

％

（複数回答）

既に

見直しを

行った, 
5.7 

今後の

見直しを

検討している, 
10.3 

見直しを行うか

どうかを含めて

方針未定, 41.5 

見直し予定はない

（現状通りで

問題ない）, 39.5 

無回答,
2.9 

（ｎ＝フルタイムあるいはパートタイム

の契約労働者を雇用している企業

５，８５８社）

（ｎ＝フルタイム契約労働者あるいは

パートタイム契約労働者を雇用

している企業５，８５８社）

（％）

「既に見直しを行った」あるいは「今後の見直しを検討している」企業（ｎ＝940）を対

象に、具体的な見直し内容を尋ねると（複数回答）、もっとも多いのは「有期・無期契約労働

者間の職務等の違いの明確化」で 1／3 を超え（33.4％）、これに「基本給（月給・時間給な

ど）関係」（31.8％）や「賞与関係」（26.6％）等が続いた（1 企業当たりの見直し内容数は

平均 2.2）。なお、「基本給関係」と「諸手当（通勤手当以外）関係」「賞与関係」を「賃金関

係」として、いずかを選択している割合を算出すると 48.5％となり、具体的な見直し内容の

最多項目に浮上する。 
こうした結果を「既に見直しを行った」企業と、「今後の見直しを検討している」企業の

間で比較すると、前者では「有給・特別休暇の付与関係」や「通勤手当の支給関係」等を挙

げる割合が相対的に高い。一方、後者では「有期・無期契約労働者間の職務等の違いの明確

化」や「有期契約労働者の比較対象となる無期契約労働者（正社員等）の労働条件の見直し」

のほか、「賞与関係」や「退職金の支給関係」等を挙げる割合が相対的に高くなっている。 
 

なお、主な業種別や雇用者規模別でみても、「既に見直しを行った」企業は、「医療,福祉」

（12.9％）を除き、総じて 1 割未満である（附属統計表 147 頁）。また、「今後の見直しを検

討している」割合は、大規模企業になるほど高まる傾向がみられるが、「1,000 人以上」でも

1／7 程度（14.0％）にとどまっている。 
具体的な見直し内容（複数回答）としては、「有期・無期契約労働者間の職務等の違いの

明確化」が、「金融業,保険業」（71.4％）で突出して高い。また、大規模企業になるほど高ま

る傾向が見て取れる（「49 人以下」で 15.9％～｢1,000 人以上｣で 50.7％）。 
 
図表２１ 有期・無期契約間の不合理な労働条件の相違禁止ルールにどう対応するか（左） 

  「既に見直しを行った」「今後の見直しを検討している」場合、見直し内容は何か（右） 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査シリーズNo.171

独立行政法人 労働政策研究・研修機構（JILPT）



－31－

一方、「基本給（月給・時間給など）関係」については、「宿泊業,飲食サービス業」（50.0％）

や「建設業」（41.0％）、「医療,福祉」（40.5％）等で回答割合が高く、また、小規模企業にな

るほど高まる傾向が見て取れる（「49 人以下」で 45.7％～｢1,000 人以上｣で 20.5％）。 
このほか、「有給・特別休暇の付与関係」を挙げた企業の割合は、「不動産業,物品賃貸業」

（38.5％）や「学術研究,専門・技術サービス業」（36.0％）、「情報通信業」（34.1％）等で高

い。また、企業規模が小さいほど高くなっている（「49 人以下」で 26.8％～｢1,000 人以上｣

で 13.7％）。同様に、「通勤手当の支給関係」についても、「学術研究,専門・技術サービス業」

（24.0％）や「宿泊業,飲食サービス業」（23.5％）等で高く、また、小規模企業になるほど

回答割合が高まっている（「49 人以下」で 21.3％～｢1,000 人以上｣で 12.3％）。 
 
（１１）対応方針を決める上でのネックと必要な行政支援 

（１０）で「見直しを行うかどうかを含めて方針未定」と回答した企業（ｎ＝2,433）を

対象に、有期・無期契約労働者間の不合理な労働条件の相違を禁止するルールへの対応方針

を決める上で、ネックになっていることを尋ねると（複数回答）、最多は「法の詳細（どのよ

うな労働条件の相違が不合理と認められるか等）が分からないこと」で 4 割を超えた（44.2％）

（図表２２）。次いで、「有期・無期契約者間に於ける労働条件の不合理な相違の有無の点検・

精査」（40.0％）や「人事処遇制度全体の見直し」（35.5％）が挙がり、これに「有期契約労

働者の処遇改善に伴う原資の確保」（24.0％）、「同業または地域の他社の動向（労使紛争や裁

判の動向含む）」（21.5％）等が続いている（1 企業当たりの課題数は平均 1.8）。 
 

図表２２ 対応方針を決める上でネックになっていることは何か（左） 
        対応方針を決める上で、どのような行政支援があれば良いと思うか（右） 
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％

（複数回答）
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％

（複数回答）

（ｎ＝フルタイムあるいはパートタイムの契約労働者について、不合理な労働条件

の相違禁止ルールへの対応方針は未定・分からないと回答した企業２，４３３社）

（ｎ＝フルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者について、不合理な労働条件

の相違禁止ルールへの対応方針は未定・分からないと回答した企業２，４３３社）
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こうした結果を、主な業種別や雇用者規模別にみても、総じて 4 割以上の企業が、「法の

詳細（どのような労働条件の相違が不合理と認められるか等）が分からない」ことを挙げて

いる（附属統計表 148 頁）。中でも、「不動産業，物品賃貸業」（54.3％）や「金融業，保険

業」（52.3％）、「教育,学習支援業」（50.8％）、「生活関連サービス業,娯楽業」（50.6％）等で

半数を超えている。また、「有期・無期契約者間に於ける労働条件の不合理な相違の有無の点

検・精査」については、「不動産業,物品賃貸業」（54.3％）や「学術研究，専門・技術サービ

ス業」（48.5％）等で回答割合が高く、また、大規模企業になるほど高くなっている（「49 人

以下」で 31.4％～｢1,000 人以上｣で 54.9％）。 
 

一方、対応方針を決める上で、どのような行政支援があれば良いと思うか尋ねると（複数

回答）、「法の詳細についての情報提供（パンフレット配布、セミナー開催等）」が半数を超え

てもっとも多く（50.8％）、次いで、「他社の事例・取組についての紹介」（39.5％）、「有期契

約労働者の処遇改善に伴う助成措置」（31.4％）、「自社の具体的な対応について相談できる体

制の整備」（25.4％）等が挙がった（1 企業当たりの内容数は平均 1.7）。 
主な業種別や雇用者規模別でみると、「法の詳細についての情報提供」は、「金融業，保険

業」（65.9％）や「医療，福祉」（59.8％）等で高い。また、企業規模に依らず 4～5 割程度

となっている。「他社の事例・取組についての紹介」は、「金融業，保険業」（54.5％）や「教

育,学習支援業」（52.3％）、「不動産業，物品賃貸業」（51.4％）で半数を超えて高い。また、

大規模企業になるほど、ニーズが高まる傾向が見て取れる（「49 人以下」で 34.6％～｢1,000
人以上｣で 55.7％）。 
 
 
９．改正労働契約法が有期契約労働者の雇用管理に及ぼす影響 
（１）検証① 契約更新の上限設定に対する影響 
 改正労働契約法が、有期契約労働者の雇用管理に及ぼす影響を検証するため、契約の反復

更新に係る上限の設定・見直し状況や、正社員登用制度・慣行の導入・見直し状況、また、

有期契約労働者の新規採用時や契約更新時の判断のあり方等についても尋ねている。 
それによると、まず、契約の反復更新に係る上限の設定状況については、何らかの上限を

「設けている」割合が、フルタイム契約労働者を雇用している企業（ｎ＝4,904）で 17.1％
（内訳は、更新回数の上限ありが 6.0％、通算勤続年数の上限ありが 10.3％等）、パートタイ

ム契約労働者を雇用している企業（ｎ＝4,665）で 10.0％（同順に 2.7％、6.5％等）となっ

た（図表２３）。 
 

主な業種別にみると、何らかの上限を「設けている」企業の割合は、「教育,学習支援業」

（フル 38.9％、パート 27.5％）で顕著に高くなっている（附属統計表 125～126 頁）。また、
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「学術研究,専門・技術サービス業」（フル 29.9％、パート 18.1％）や、「不動産業,物品賃貸

業」（フル 29.1％、パート 27.8％）等でも高い。 
雇用者規模別では、大規模企業になるほど、何らかの上限を「設けている」割合が高まる

傾向がみられ、｢1,000 人以上｣についてはフルタイム契約労働者で 1／4 を超え（26.4％）、

パートタイム契約労働者でも 1／6 超（17.9％）となっている。 
また、６．のもっとも人数が多い職種別にみると、フルタイム契約労働者では「専門・技

術職（教育関係）」（31.3％）や「事務職」（24.7％）、「管理職」（23.5％）等、同様にパート

タイム契約労働者についても、「専門・技術職（医療関係）」（18.5％）や「専門・技術職（そ

の他）」（17.4％）等で、何らかの上限を「設けている」企業の割合が高い。 
 

図表２３ 契約の反復更新に係る上限の設定・見直し状況 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その上で、契約の反復更新に係る上限を「設けている」企業を対象に、こうした上限がい

つからあるか尋ねると、「改正労働契約法に関係なく、以前からある」割合が、フルタイム契

10.0 

上限を

設けている,
17.1 

87.5 

上限を設けていない, 
80.4 

2.5 

無回答, 
2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイム契約労働者

（ｎ＝パートタイム契約労働者を

雇用している企業４，６６５社）

フルタイム契約労働者

（ｎ＝フルタイム契約労働者を

雇用している企業４，９０４社）

契約更新の回数上限や通算勤続年数の上限を設けているか

49.4 

改正労働契約法の

全面施行に伴い、

新設した, 38.0 

45.1 

改正労働契約法に

関係なく、以前から

ある, 59.8 

5.6 

無回答, 
2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイム契約労働者

（ｎ＝上限がある企業４６６社）

フルタイム契約労働者

（ｎ＝上限がある企業８４０社）

上限はいつからあるか

7.6 

7.4 

4.3 

3.2 

87.6 

変更していない, 89.0 

0.5 

無回答,
0.4 
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パートタイム契約労働者

（ｎ＝改正労働契約法に関係なく、

以前から上限がある企業２１０社）

フルタイム契約労働者

（ｎ＝改正労働契約法に関係なく、

以前から上限がある企業５０２社）

変更した（上限を引き上げた） 変更した（上限を引き下げた）

改正労働契約法の施行に伴い、上限設定の内容を変更したか
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約労働者（ｎ＝840）で 59.8％（フルタイム契約労働者を雇用している企業に占める割合で

は 10.2％、以下同）、パートタイム契約労働者（ｎ＝466）で 45.1％（4.5％）となる一方、

「改正労働契約法の全面施行に伴い、新設した」割合は、フルタイム契約労働者で 38.0％
（6.5％）、パートタイム契約労働者では 49.4％（4.9％）となった。 

更に、契約更新の上限が「改正労働契約法に関係なく、以前からある」企業を対象に、改

正労働契約法の施行に伴い、上限設定の内容を変更したかについても尋ねると、「変更してい

ない」割合が、フルタイム契約労働者（ｎ＝502）で 89.0％（9.1％）、パートタイム契約労

働者（ｎ＝210）で 87.6％（3.9％）となっている。「変更した」割合は、フルタイム契約労

働者で上限を「引き上げた15」が 7.4％、「引き下げた」が 3.2％で計 10.6％（1.1％）。同様

に、パートタイム契約労働者では、上限を「引き上げた」が 7.6％で、「引き下げた」が 4.3％
の計 11.9％（0.5％）などとなった。 
 

主な業種別にみると、「改正労働契約法の全面施行に伴い、（上限を）新設した」割合は、

フルタイム契約労働者で「金融業,保険業」（フルタイム契約労働者を雇用している企業に占

める割合で 15.4％）等、また、パートタイム契約労働者については「教育,学習支援業」（同・

パートタイム契約労働者で 11.9％）等で高くなっている（附属統計表 127 頁）。 
雇用者規模別では、概ね、大規模企業になるほど高まる傾向が見て取れる（フル「49 人以

下」で 6.1％～｢1,000 人以上｣で 10.2％、パート「49 人以下」で 3.0％～｢1,000 人以上｣で

9.1％）。 
更に、６．の人数がもっとも多い職種別にみると、「改正労働契約法の全面施行に伴い、（上

限を）新設した」企業の割合は、フルタイム契約労働者で「専門・技術職（教育関係）」（10.8％）

や「専門・技術職（情報処理関係）」（10.0％）等、また、パートタイム契約労働者では「専

門・技術職（医療関係）」（7.7％）や、「専門・技術職（教育関係）」（7.1％）等でやや高くな

っている。 
 
（２）検証② 正社員への登用制度・慣行に対する影響 

次に、正社員へ登用する制度や慣行16の導入状況について尋ねると、フルタイム契約労働

者を雇用している企業（ｎ＝4,904）では、「正社員に直接登用する制度がある」割合が 33.9％、

「他の区分を経由して、正社員に登用する制度がある」が 4.1％で、何らかの制度がある企

業が計 38.0％となった（図表２４）。これに「制度はないが、正社員に登用する慣行がある」

が 4 割超（44.8％）で続き、総じて制度や慣行がある企業は 8 割超（計 82.8％）となってい

る。 

                                                
15 上限を「引き上げた」とは例えば 3 年→5 年等、反対に「引き下げた」とは例えば 5 年→3 年等と注釈した。 
16 有期契約労働者を、いわゆる正社員（直接雇用かつ無期労働契約で、貴社の正社員・正規職員としている者）に登用

する制度や慣行を指す、と注釈した。 
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そ
の
他

無
回
答

ｎ＝「既に見直しを行った」あるいは「今後の見直しを検討している」企業１，３４０社

ｎ＝「既に見直しを行った」企業４６３社

ｎ＝「今後の見直しを検討している」企業８７７社

％

（複数回答）

既に

見直しを

行った,
7.9 

今後の

見直しを

検討中, 15.0 

見直し方針は

未定, 49.9 

見直し予定は

ない, 23.3 

無回答, 
3.9 

（ｎ＝フルタイムあるいはパートタイム

の契約労働者を雇用している企業

５，８５８社）

（ｎ＝フルタイム契約労働者あるいは

パートタイム契約労働者を雇用

している企業５，８５８社）

同様に、パートタイム契約労働者を雇用する企業（ｎ＝4,665）でみると、「正社員に直接

登用する制度がある」割合は 17.7％、「他の区分を経由して、正社員に登用する制度がある」

は 8.5％で、何らかの制度がある企業が計 26.2％となった。これに「制度はないが、正社員

に登用する慣行がある」（46.2％）が続き、総じて制度や慣行がある企業は 7 割超（計 72.3％）

となっている。 
なお、正社員へ登用する制度や慣行がある企業を対象に、労働契約法の改正（2012 年 8

月）以降に於ける登用実績も尋ねると、登用者が「いた」割合は、フルタイム契約労働者（ｎ

＝4,062）で 6 割を超え（64.3％）、パートタイム契約労働者（ｎ＝3,375）でも 2 割超（23.0％）

となった。 
 
図表２４ 正社員への登用制度・慣行の導入状況（上）と 

改正労働契約法の施行に伴い、同制度・慣行の見直しを行う予定はあるか（左下） 
「既に見直しを行った」「今後の見直しを検討中」の場合、見直し内容は何か（右下） 

              
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.7 

33.9 

8.5 

4.1 

46.2 

44.8 

24.7 

14.4 

2.9 

2.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイム契約労働者

（ｎ＝パートタイム契約労働者を

雇用している企業４，６６５社）

フルタイム契約労働者

（ｎ＝フルタイム契約労働者を

雇用している企業４，９０４社）

正社員に直接登用する制度がある 他の区分を経由して、正社員に登用する制度がある

制度はないが、正社員に登用する慣行がある 正社員に登用する制度・慣行はない（他の区分止まりを含む）

無回答
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その上で、フルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者を雇用している企業

（ｎ＝5,858）を対象に、反復更新で通算 5 年を超えた場合の、無期契約への転換を定めた

改正労働契約法の施行に伴い、有期契約労働者から正社員へ登用する制度や慣行について、

何らかの見直しを行う予定があるか尋ねると、「見直し方針は未定」とする企業が約半数

（49.9％）を占める一方、「既に見直しを行った」（7.9％）あるいは「今後の見直しを検討中」

（15.0％）の企業も合わせて 2 割を超えた（図表２４）。 
見直し内容としては（複数回答）、「正社員への登用制度・慣行の新設」（48.8％）がもっと

も多く、これに「登用先となる正社員区分の増設（多様化）」（27.7％）、「正社員への直接登

用は行わず、必ず無期契約区分を経由するよう制度・慣行を変更」（18.3％）、「正社員への登

用要件を緩和（登用期間の短縮含む）」（10.6％）等が続く（1 企業当たりの内容数は平均 1.3）。 
「既に見直しを行った」企業と「今後の見直しを検討している」企業で内容を比較すると、

前者では「正社員への登用制度・慣行の新設」等が相対的に多いのに対し、後者では「登用

先となる正社員区分の増設（多様化）」や「正社員への直接登用は行わず、必ず無期契約区分

を経由するよう制度・慣行を変更」等が相対的に多くなっている。 
 
 こうした結果を主な業種別にみると、改正労働契約法の施行に伴い、有期契約労働者から

正社員に登用する制度や慣行について、何らかの見直しを「既に行った」あるいは「今後の

見直しを検討中」の企業の割合は、業種を問わず 10％台後半～20％台である。一方、雇用者

規模別では、大規模企業になるほど高まる傾向がみられ、「1,000 人以上」で 1／3 超（33.9％）

となっている。 
こうしたなか、見直し内容（複数回答）として、「正社員への登用制度・慣行の新設」を

挙げた企業の割合は、「学術研究,専門・技術サービス業」（60.0％）や「医療,福祉」（56.6％）、

「製造業」（53.2％）等で高く、また、小規模企業になるほど高まる傾向が見て取れる（「49
人以下」で 53.4％～｢1,000 人以上｣で 35.1％）。「登用先となる正社員区分の増設（多様化）」

については、「生活関連サービス業,娯楽業」や「学術研究,専門・技術サービス業」（ともに

34.3％）、「金融業,保険業」（33.3％）等でやや高く、大規模企業ほど回答割合が高くなって

いる（「49 人以下」で 17.2％～｢1,000 人以上｣で 48.2％）。 
 
（３）検証③ 有期契約労働者の新規採用時や契約更新時の判断のあり方に対する影響 
 フルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者を雇用している企業（ｎ＝5,858）
を対象に、改正労働契約法の施行に伴い、有期契約労働者の新規採用時や契約更新時の判断

のあり方について、何らかの変更を行ったか尋ねると、いずれも「特段、変更していない」

とする企業が大勢を占めた（新規採用時で 86.4％、契約更新時で 84.6％）（図表２５）。一方、

判断のあり方を「厳格化した」企業は、新規採用時で 5.6％、契約更新時では 7.4％みられた

ものの、総じて何らかの変更を加えた割合は 1 割未満にとどまっている。 
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厳格化した, 5.6 

緩和した, 1.6 

特段、変更して

いない, 86.4 

不明・分から

ない, 4.0 

無回答, 
2.4 

新規採用時

厳格化した, 7.4 

緩和した, 2.0 

特段、変更して

いない, 84.6 

不明・分から

ない, 3.3 

無回答,
2.7 

（ｎ＝フルタイムあるいはパートタイム

の契約労働者を雇用している企業

５，８５８社）

契約更新時

（ｎ＝フルタイム契約労働者あるいは

パートタイム契約労働者を雇用

している企業５，８５８社）

なお、主な業種別にみると、契約更新時の判断のあり方を「厳格化した」企業の割合は「学

術研究,専門・技術サービス業」（14.6％）や「教育,学習支援業」（12.6％）、「不動産業,物品

賃貸業」（14.2％）等でやや高い（附属統計表 130 頁）。また、大規模企業になるほど高まる

傾向がみられ、「1,000 人以上」で 17.0％等となっている。 
 

図表２５ 有期契約労働者の新規採用時（左）や 
     契約更新時（右）の判断のあり方を変更したか 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
第２節 改正労働契約法の特例に、企業はどう対応しようとしているのか 

１．有期雇用特別措置法の認知度 
2015 年 4 月に施行された｢専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法｣

では、①高度な専門的知識等を有する有期契約労働者や、②定年後、引き続いて雇用される

高齢の有期契約労働者について、その能力が有効に発揮されるような雇用管理上の措置に係

る計画を申請し、都道府県労働局長に認定されれば、改正労働契約法に伴う無期転換申込権

が一定期間、発生しないこととする特例が規定された。 
全有効回答企業（ｎ＝9,639）を対象に、こうした特例が設けられたことを知っているか

尋ねると、「内容まで知っている」割合が 18.0％で、「規定されたことは知っているが、内容

まではよく分からない」が 37.4％（総じて有期雇用特別措置法の認知度は半数超）となる一

方、「知らない・分からない」企業も 4 割を超えた（41.1％）（図表２６）。 
なお、後述する２及び３．を交え、「高度な専門的知識等を有する有期契約労働者」ある

いは「定年後、引き続いて雇用される高齢の有期契約労働者」を雇用している企業に絞って

みると、「内容まで知っている」割合はともに 1／4 程度まで増加し、「規定されたことは知

っているが、内容まではよく分からない」と合わせた法の認知度は約 2／3 となっている。 

（％）
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図表２６ 有期雇用特別措置法による特例が設けられたことを知っているか 

                      
 
 
 
 
 
 
 
                               

 
２．高度専門職有期に係る特例の活用状況・方針 

現在、有期契約労働者を雇用している企業（ｎ＝6,490）を対象に、高度な専門的知識等

を有する有期契約労働者17（高度専門職有期）の雇用状況を尋ねると、「現在、雇用しておら

ず、今後の予定もない」が 84.8％にのぼる一方、「現在、雇用している」企業は 11.8％で、

「今後、雇用する予定がある」との回答も 1.0％みられた。 
高度専門職有期を雇用している企業の割合を、主な業種別にみると、「学術研究,専門・技

術サービス業」（36.1％）や「教育,学習支援業」（25.3％）、「建設業」（25.2％）、「情報通信

業」（22.1％）で 2 割を超えて高い（附属統計表 149 頁）。また、雇用者規模別では、「1,000
人以上」（21.3％）で 2 割を超えるが、他はいずれも 1 割程度となっている。 
 

その上で、高度専門職有期を「現在、雇用している」あるいは「今後、雇用する予定があ

る」企業（ｎ＝831）を対象に、高度な専門的知識等を有し、年収が 1,075 万円以上で、5
年を超える一定期間内に完了する業務（プロジェクト）に従事する有期契約労働者について、

10 年を上限とするプロジェクト完了までの期間、無期転換申込権が発生しないこととする特

例を、活用する予定があるか尋ねると、「活用予定はない」企業が 87.7％にのぼる一方、「活

用のため、既に計画を申請した」（0.5％）あるいは「今後、活用予定・検討余地がある」（9.3％）

といった回答も、合わせて 1 割程度みられた（図表２７）。 
なお、全有効回答企業（ｎ＝9,639）ベースに換算すると、「活用のため、既に計画を申請

した」割合は 0.0％、「今後、活用予定・検討余地がある」割合も 0.8％と非常に僅少である。 

                                                
17 博士の学位を有する者、公認会計士、税理士、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、弁護士、社会保険労務士、一級

建築士、不動産鑑定士、弁理士、技術士、ＩＴストラテジスト・システムアナリスト・アクチュアリーの資格試験合格者、特

許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者。また、大学卒で 5 年、短大・高専卒で 6 年、高卒で 7 年

以上の実務経験を有する、農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニア、デザイナー、

システムエンジニアとして実務経験５年以上を有するシステムコンサルタントと注釈した。 

内容まで

知っている, 
18.0 

規定されたことは

知っているが

内容までは

よく分からない, 
37.4 

知らない・

分からない, 
41.1 

無回答, 
3.5 

（ｎ＝全有効回答企業９，６３９社）

内容まで

知っている, 
25.0 

規定されたことは

知っているが

内容までは

よく分からない, 
41.2 

知らない・

分からない, 
32.4 

無回答, 
1.4 

（ｎ＝高度専門職有期を「現在、

雇用している」あるいは

「今後、雇用する予定が

ある」企業８３１社）

内容まで

知っている, 
24.3 

規定されたことは

知っているが

内容までは

よく分からない, 
40.2 

知らない・

分からない, 
34.4 

無回答, 
1.1 

（％）

（ｎ＝定年再雇用有期を「現在、

雇用している」あるいは

「今後、雇用する予定が

ある」企業５，６４６社）

調査シリーズNo.171

独立行政法人 労働政策研究・研修機構（JILPT）



－39－

活用のため

既に計画を

申請した, 0.5 

今後、活用

予定・検討

余地がある, 
9.3 

活用予定はない, 
87.7 

無回答, 
2.5 

（ｎ＝高度な専門的知識等を持つ

有期契約労働者を「現在、雇用して

いる」あるいは「今後、雇用する予定が

ある」企業８３１社）

行った, 
6.2 

まだ行っていない

が、今後行う予定, 
69.1 

行っていない・

今後行う予定も

ない, 21.0 

無回答,
3.7 

（ｎ＝高度な専門的知識等を持つ有期契約労働者

に係る特例を「活用のため既に計画を申請した」

あるいは「今後、活用予定・検討余地がある」

企業８１社）

（％）

主な業種別にみると、「活用のため、既に計画を申請した」あるいは「今後、活用予定・

検討余地がある」企業の割合は、「教育,学習支援業」（3.6％）や「情報通信業」（2.1％）、「学

術研究,専門・技術サービス業」（1.9％）等でやや高い（附属統計表 149 頁）。また、雇用者

規模別では、「1,000 人以上」で 4.0％とやや高くなっている。 
こうしたなか、高度専門職有期に係る特例の「活用のため、既に計画を申請した」あるい

は「今後、活用予定・検討余地がある」企業（ｎ＝81）を対象に、関係する労働者（労働組

合等）からの意見聴取を行ったか（行う予定があるか）尋ねると、意見聴取を既に「行った」

企業は 6.2％にとどまるものの、「まだ行っていないが、今後行う予定」が 69.1％にのぼった。

ただ、「行っていない・今後、行う予定もない」企業も 2 割を超えた（21.0％）。 
 

図表２７ 高度専門職有期に係る特例を活用するか（左） 
  活用する場合、労働者（労働組合等）からの意見聴取を行うか（右） 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                        
 
３．定年再雇用有期に係る特例の活用状況・方針 

現在、有期契約労働者を雇用している企業（ｎ＝6,490）を対象に、（自社を満 60 歳以上

で）定年した高齢の有期契約労働者（定年再雇用有期）の雇用状況を尋ねると、定年再雇用

有期を「現在、雇用している」企業が 8 割を超え（81.5％）、「今後、雇用する予定がある」

も 5.5％みられた。「雇用しておらず、今後の予定もない」企業は、10.1％にとどまった。 
 
 その上で、定年再雇用有期を「現在、雇用している」あるいは「今後、雇用する予定があ

る」企業（ｎ＝5,646）を対象に、適切な雇用管理に係る計画を作成し、都道府県労働局長

の認定を受けた場合に、同一事業主に継続雇用される期間は、無期転換申込権が発生しない

こととする特例を、活用する予定があるか尋ねると、「活用予定はない」との回答が約 6 割

（59.6％）にのぼったものの、「活用のため、既に計画を申請した」企業も 5.7％みられ、ま
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行った, 
10.5 

まだ行っていない

が、今後行う予定, 
61.5 

行っていない・

今後行う予定も

ない, 26.0 

無回答, 1.9 

（ｎ＝定年再雇用者に係る特例を

「活用のため既に計画を申請した」

あるいは「今後、活用予定・検討余地がある」

企業２，２０９社）

（％）

た、「今後、活用予定・検討余地がある」企業も 1／3 程度となった（33.4％）（図表２８）。 
 なお、これを現在、定年再雇用有期の中に（特例の当に対象となるような）「満 65 歳以上」

の人が含まれている企業（ｎ＝3,461）だけでみると、「活用のため、既に計画を申請した」

割合は 6.7％、「今後、活用予定・検討余地がある」割合は 37.0％で、「活用予定はない」が

55.2％と算出される。 
こうしたなか、定年再雇用有期に係る特例の「活用のため、既に計画を申請した」あるい

は「今後、活用予定・検討余地がある」企業（ｎ＝2,209）を対象に、関係する労働者（労

働組合等）からの意見聴取を行ったか（行う予定があるか）尋ねると、意見聴取を既に「行

った」企業は 10.5％で、「まだ行っていないが、今後行う予定」が 61.5％にのぼった。ただ、

「行っていない・今後、行う予定もない」とする企業も 1／4 超みられた（26.0％）。 
 

図表２８ 定年再雇用有期に係る特例を活用するか（左） 
          活用する場合、労働者（労働組合等）からの意見聴取を行うか（右） 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
第３節 多様な正社員の活用状況・見通しはどうなっているのか 

１．多様な正社員の活用状況 
正社員を｢直接雇用かつ無期労働契約で、貴社の正社員・正規職員としている者｣と定義し

て、その中に働き方（「職種や職務、職域」「勤務地（配転・異動の範囲）」「就ける役職・役

割の範囲」「労働時間の長さ」「その他」）が、限定されている区分があるか尋ねると、全有効

回答企業（ｎ＝9,639）のうち、働き方に係る何らかの限定区分がある（多様な正社員区分

がある）割合は、1／4 超となった（26.8％）（図表２９）。 
具体的にみると（複数選択）、「職種や職務、職域が限定されている区分」を持つ企業が

19.7％で、「勤務地（同）が限定されている区分」が 12.4％（参考：事業所数が 2 ヶ所以上

活用のため既に

計画を申請した, 5.7 

今後、活用予定・

検討余地がある, 
33.4 

活用予定はない, 
59.6 

無回答, 1.3 

（ｎ＝定年再雇用者を「現在、雇用して

いる」あるいは「今後、雇用する

予定がある」企業５，６４６社）
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の企業は 62.9％）、「就ける役職・役割の範囲が限定されている区分」が 10.4％で、「労働時

間の長さが限定されている区分」が 12.2％（育児・介護休業法への対応のみを理由とするも

の18等を除くと 4.8％）等となっている。 
なお、何らかの多様な正社員区分があると回答した企業（ｎ＝2,585）を対象に、労働契

約法の改正（2012 年 8 月）以降に於ける導入状況を尋ねると、多様な正社員区分を「新設・

増員した」割合は 2 割超（20.5％、全有効回答企業に占める割合では 5.5％）となった。 
          

図表２９ 多様な正社員の活用状況 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 こうした結果を主な業種別にみると、多様な正社員区分がある企業は、「医療,福祉」や「金

融業,保険業」「教育,学習支援業」等に多いことが分かる。具体的には、「職種や職務、職域

が限定されている区分」は「医療,福祉」や「教育,学習支援業」「運輸業,郵便業」等、「勤務

地（同）が限定されている区分」は「不動産業,物品賃貸業」等、また、「就ける役職・役割

の範囲が限定されている区分」は「金融業,保険業」等、「労働時間の長さが限定されている

区分」（育児・介護休業法への対応以外）は「医療,福祉」や「生活関連サービス業,娯楽業」

等に多くなっている。 
雇用者規模別にみると、働き方に係る何らかの限定区分を持つ割合は、大規模企業になる

                                                
18 育児・介護休業法では、3 歳未満の子を養育する労働者について、｢短時間勤務制度｣を設けること等を義務づけてい

る。 

（％）

9,639 19.7 12.4 10.4 12.2 4.8 2.2 26.8 5.5

建設業 1,122 17.1 9.6 8.4 8.3 3.2 1.1 22.0 3.9
製造業 2,391 13.3 10.1 7.7 9.3 3.4 1.4 20.7 3.6
電気・ガス・熱供給・水道業 89 16.9 12.4 11.2 7.9 3.4 1.1 21.3 4.5
情報通信業 326 17.2 10.1 7.7 14.1 4.3 1.2 25.2 6.4
運輸業、郵便業 737 26.5 12.9 11.4 10.7 5.6 2.3 30.1 5.8
卸売業、小売業 1,818 21.9 16.6 11.8 14.6 5.1 1.5 30.9 7.1
金融業、保険業 109 22.0 11.9 20.2 22.9 3.7 1.8 36.7 5.5
不動産業、物品賃貸業 153 23.5 17.0 14.4 14.4 4.6 3.9 30.7 5.2
学術研究、専門・技術サービス業 260 23.1 10.4 11.5 14.6 6.5 3.5 30.0 6.9
宿泊業、飲食サービス業 534 23.6 15.2 10.3 13.3 6.0 4.3 30.3 7.7
生活関連サービス業、娯楽業 284 18.0 15.5 11.6 14.4 7.0 4.6 28.9 6.0
教育、学習支援業 196 29.6 9.2 16.8 14.8 6.6 4.6 35.2 2.6
医療、福祉 384 36.2 16.1 18.5 20.8 7.3 4.9 42.7 8.9
その他サービス業 1,106 19.3 11.7 10.8 13.4 6.2 3.3 27.0 6.2
サービス業計 2,204 20.6 12.8 10.8 13.6 6.3 3.7 28.3 6.6
４９人以下 3,505 16.8 6.7 7.5 8.1 4.1 1.7 20.7 3.8
５０～９９人 2,590 18.7 11.5 10.2 12.0 4.8 2.5 25.4 5.0
１００～２９９人 2,245 20.8 15.1 11.6 15.3 5.2 2.8 30.6 6.9
３００～９９９人 700 25.7 22.9 16.1 18.3 5.9 1.7 38.7 7.1
１，０００人以上 354 37.9 39.5 25.4 25.1 7.6 2.3 53.4 15.0
中小企業（３００人未満）計 8,340 18.5 10.5 9.4 11.3 4.6 2.3 24.8 5.0
１ヶ所のみ 3,472 15.5 5.0 7.4 9.0 3.9 1.8 20.2 3.4
２ヶ所以上 6,063 22.2 16.8 12.2 14.2 5.3 2.5 30.9 6.7
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ほど高く、「1,000 人以上」で過半数（53.4％）を占めている。限定性の内容を問わず、大規

模企業になるほど増加する傾向がみられるが、中でも「職種や職務、職域が限定されている

区分」や「勤務地（同）が限定されている区分」がある割合は、「1,000 人以上」で各 4 割程

度（同順に 37.9％、39.5％）と特に高くなっている。 
 更に、こうした多様な正社員区分を、労働契約法の改正以降に「新設・増員した」割合も、

大規模企業になるほど高い。また、主な業種別では「医療,福祉」や「宿泊業,飲食サービス

業」「卸売業,小売業」等でやや高くなっている。 
 
２．就業規則に於ける規定状況と書面による本人への明示状況 

多様な正社員区分がある企業（ｎ＝2,585）を対象に、その限定性や処遇・労働条件等に

ついて、就業規則上に規定しているか尋ねると、「規定している」企業は約半数（48.7％）で、

4 割超（42.0％）が「規定していない」と回答した。 
また、限定性や処遇・労働条件等の内容を、多様な正社員本人に書面で明示しているかに

ついても、「明示している」企業が半数近い（47.8％）ものの、「明示していない」も 4 割近

い（38.4％）状況となっている。 
なお、こうした結果を組み合わせてみると、多様な正社員区分について、就業規則上に「規

定している」企業は、本人に対しても書面で「明示している」割合が高く、どちらも行って

いるか、いずれも行っていないかの、両極の状態が多くなっていることが分かる（図表３０）。 
 

図表３０ 多様な正社員の限定性や処遇・労働条件等を 
            就業規則上に規定しているか、本人に書面で明示しているか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.3 

書面による本人明示を行って

いる, 74.4 

69.7 

行っていない, 
17.0 

5.0 

無回答,
8.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

規定していない

（ｎ＝１，０８６）

就業規則で

規定している

（ｎ＝１，２５８）

36.2 8.3 10.6 29.3 

1.8 

6.3 7.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就業規則で規定しており、書面による本人明示も行っている

就業規則で規定しているが、書面による本人明示は行っていない

就業規則で規定していないが、書面による本人明示は行っている

就業規則で規定しておらず、書面による本人明示も行っていない

就業規則での規定が無回答

書面による本人明示が無回答

いずれも無回答

全体計

（ｎ＝２，５８５）
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主な業種別にみると、多様な正社員の限定性や処遇・労働条件等について、就業規則上に

「規定していない」企業や、多様な正社員本人に書面で「明示していない」企業の割合は、

「医療,福祉」（同順に 51.2％、49.4％）や「建設業」（同 47.8％、43.3％）、「教育,学習支援

業」（同 44.9％、46.4％）等で高くなっている（附属統計表 155 頁）。 
また、雇用者規模別では、小規模企業になるほど高い。「49 人以下」の企業で、就業規則

上に「規定していない」割合は 46.8％、多様な正社員本人に書面で「明示していない」割合

は 42.3％となったのに対し、「1,000 人以上」の企業では同順に 24.3％、25.4％となってい

る。 
 
３．無限定正社員と多様な正社員の間の区分転換の制度や慣行 

多様な正社員区分がある企業（ｎ＝2,585）を対象に、無限定正社員と多様な正社員の間

で、区分を転換できる制度や慣行があるか尋ねると、「制度がある」割合は 26.4％、「制度は

ないが、慣行がある」割合は 18.3％で、合わせて 4 割超（44.7％）の企業が、何らかの形で

転換可能と回答した（図表３１）。なお、「制度も慣行もない」企業も約 4 割（39.3％）みら

れ、「分からない」が 10.5％となっている。 
また、無限定正社員と多様な正社員の間で、区分を転換できる制度や慣行がある企業（ｎ

＝1,156）を対象に、転換できる方向性についても尋ねると、「無限定正社員⇔多様な正社員

の相互に転換可能」とする企業が 7 割を超える（73.9％）一方、「多様な正社員→無限定正

社員のみ」転換可能は 15.9％で、「無限定正社員→多様な正社員のみ」転換可能が 6.0％とな

った。なお、労働契約法の改正（2012 年 8 月）以降に於ける転換実績が「ある」企業は、

約半数（49.4％）である。 
 
図表３１ 無限定正社員と多様な正社員の間で、区分を転換できる制度や慣行はあるか（左） 

制度や慣行がある場合、転換できる方向性はどうなっているか（右） 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

制度がある,
26.4 

制度はないが

慣行がある, 18.3 

制度も慣行も

ない, 39.3 

分からない, 
10.5 

無回答,
5.5 

（ｎ＝多様な正社員区分がある

企業２，５８５社）

相互に転換可能

（（無限定）正社員

⇔多様な正社員）, 
73.9 

（無限定）正社員

→多様な正社員

のみ可能, 6.0 

多様な正社員→
（無限定）正社員

のみ可能, 15.9 

無回答, 
4.2

（ｎ＝無限定正社員⇔多様な正社員間で

区分を転換できる制度や慣行がある

企業１，１５６社）

（％）
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こうしたなか、制度・慣行の導入状況と転換の方向性や実績の関係を調べると、制度化し

ているか慣行のみかによって、転換出来る方向性には大きな違いがないものの、労働契約法

の改正以降に於ける転換実績の有無には顕著な違いがみられた。即ち、区分転換を制度化し

ている企業の方が、転換実績がある割合も（慣行のみの企業の）約 1.5 倍と多くなっている

ことが分かる（図表３２）。 
 

なお、無限定正社員と多様な正社員の間で、区分を転換できる制度や慣行の導入状況を、

主な業種別にみると、制度や慣行がある企業の割合は「金融業,保険業」（60.0％（うち相互

に転換可能は 47.5％））や「不動産業,物品賃貸業」（55.3％（同 36.2％））、「生活関連サービ

ス業,娯楽業」（54.9％（同 40.2％））、「情報通信業」（53.7％（同 40.2％））で 5 割を超えて

高い。また、雇用者規模別には、大規模企業になるほど高まる傾向がみられ、「1,000 人以上」

で 73.5％（うち相互に転換可能は 50.8％）にのぼっている。 
制度や慣行がある場合に、労働契約法の改正以降に於ける転換実績が「ある」企業の割合

は、「金融業,保険業」（66.7％）や「教育,学習支援業」（61.9％）、「生活関連サービス業,娯楽

業」（57.8％）等で高い。また、雇用者規模が大きくなるほど高く、「1,000 人以上」で 7 割

を超えている（72.7％）。 
 

図表３２ 制度・慣行の導入状況と転換の方向性や実績の関係 
   

 
 
 
 
 
 
４．事業所閉鎖等に直面した場合の対応方針 

一方、多様な正社員区分がある企業（ｎ＝2,585）を対象に、事業の縮小や事業所の閉鎖

等に直面した場合19、多様な正社員の雇用についてはどのように対応する方針か尋ねると、

「（無限定）正社員の取扱いと全く同じ、出来る限りの雇用維持努力を行う」と回答した企業

が約半数（49.2％）となった（図表３３）。また、「（無限定）正社員の取扱いとは実質的に異

なるが、出来る限りの雇用維持努力を行う」とする企業も 19.1％みられ、「雇用維持努力を

行うことなく、解雇（契約解除）する」企業（1.4％）は僅少にとどまっている。ただ、「分

からない・考えたことがない」との回答も 1／4 程度（24.1％）みられた。 
                                                
19 例えば、職種・職務限定の正社員で事業の縮小等に伴い業務が消失したり、勤務地限定の正社員で通勤圏内の事業

所が閉鎖した場合等と注釈した。 

38.1 

労働契約法の改正以降の

転換実績がある, 57.2 

50.5 

転換実績はない, 
35.9 

11.4 

無回答, 
6.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

制度はないが

慣行がある

（ｎ＝４７３）

転換制度がある

（ｎ＝６８３）
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こうした結果を、事業所数が 1 ヶ所のみの企業と 2 ヶ所以上の企業の間で比較すると、「（無

限定）正社員の取扱いと全く同じ、出来る限りの雇用維持努力を行う」割合は、事業所数が

2 ヶ所以上の企業で高くなっている。対して、事業所が 1 ヶ所のみの企業では、「分からない・

考えたことがない」や無回答の割合が高い。 
主な業種別にみると、「（無限定）正社員の取扱いと全く同じ、出来る限りの雇用維持努力

を行う」割合は、「情報通信業」（59.8％）や「生活関連サービス業,娯楽業」（56.1％）等で

やや高くなっている（附属統計表 155 頁）。また、「（無限定）正社員の取扱いとは実質的に

異なるが、出来る限りの雇用維持努力を行う」については「学術研究,専門・技術サービス業」

（23.1％）等でやや高く、「分からない・考えたことがない」割合は、「教育,学習支援業」

（36.2％）や「医療,福祉」（35.4％）等で高い。 
同様に、雇用者規模別にみると、大規模企業になるほど「（無限定）正社員の取扱いと全

く同じ、出来る限りの雇用維持努力を行う」割合が高く、反対に小規模企業になるほど、「（無

限定）正社員の取扱いとは実質的に異なるが、出来る限りの雇用維持努力を行う」との回答

が増加する傾向が見て取れる。 
 

図表３３ 事業所閉鎖等に直面した場合にはどう対応する方針か 

              
 
 
 
 
 
   
 
 
                  
 
５．多様な正社員の今後の活用ニーズ 

多様な正社員区分を今後、新たに導入（既にある場合は増員）する予定があるか尋ねると、

63.7％の企業が「導入（増員）の予定はない」とする一方、「多様な正社員区分を今後、新た

に導入（増員）する予定がある」との回答も 3 割を超えた（32.1％）（図表３４）。 
多様な正社員区分を導入（増員）する予定がある企業の割合を、主な業種別にみると、「宿

泊業,飲食サービス業」（44.8％）や「医療,福祉」（41.1％）、「運輸業,郵便業」（37.4％）、「生

活関連サービス業,娯楽業」（37.0％）等で高い。また、雇用者規模別では、大規模企業にな

るほど高く、「1,000 人以上」で過半数を占めている（51.1％）。 

（無限定）正社員

の取扱いと全く

同じ、出来る限り

の雇用維持努力

を行う, 49.2 （無限定）正社員

の取扱とは実質

的に異なるが、

出来る限りの

雇用維持努力を

行う, 19.1 

雇用維持努力を

行うことなく、解雇

（契約解除）する, 
1.4 

分からない・

考えたことがない, 
24.1 

無回答,
6.2 

（ｎ＝多様な正社員区分がある

企業２，５８５社）

（％）

52.7 

39.9 

19.1 

19.7 

1.2 

1.7 

22.1 

29.6 

4.9 

9.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

２ヶ所以上の企業

（ｎ＝１，８７１社）

事業所数が

１ヶ所の企業

（ｎ＝７０２社）

(無限定)正社員の取扱いと全く同じ、出来る限りの雇用維持努力を行う

(無限定)正社員の取扱いとは実質的に異なるが、出来る限りの雇用維持努力を行う

雇用維持努力を行うことなく、解雇（契約解除）する

分からない・考えたことがない

無回答
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図表３４ 多様な正社員を今後、新たに導入（増員）する予定はあるか 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 なお、多様な正社員区分の導入（増員）に係る意向を、４.でみた、有期契約労働者の雇用

理由（6～7 頁）と掛け合わせてみると、「多様な正社員区分を今後、新たに導入（増員）す

る予定がある」企業の割合は、「学生や障がい者を雇用するため」（43.5％）や「社会保険料

を節約するため」（41.5％）等で特に高くなっている。 
障がい者を巡っては、2013 年 4 月 1 日より法定雇用率が 0.2％引き上げられ、その雇用者

数は 13 年連続で過去最高を更新している。また、社会保険を巡っては、2016 年 10 月 1 日

から、厚生年金・健康保険の適用が、501 人以上規模の企業等については、「①週 20 時間以

上で、②月額賃金が 8.8 万円以上、③勤務期間が 1 年以上の見込み（但し学生は除く）」に拡

大された。こうした法制の見直し等も背景に、多様な正社員区分の導入（増員）意向が、高

まっているのではないかと考えられる。 
 

また、多様な正社員区分の導入（増員）に係る意向と、無期転換ルールへの対応状況・方

針の関係についても調べると、「多様な正社員区分を今後、新たに導入（増員）する予定があ

る」割合は、特に「有期契約労働者の適性を見ながら、5 年を超える前に無期契約にしてい

く」企業（フル 40.9％、パート 44.4％）等で高いことが分かる（図表３５）。即ち、改正労

働契約法の副次的な効果として期待される、多様な正社員区分の導入（増員）は、無期転換

ルールに対して、特に「有期契約労働者の適性を見ながら、5 年を超える前に無期契約にし

ていく」企業等で進展しやすいとみられる。 
 

30.9 
51.1 

37.7 
33.1 

29.3 
30.6 

34.6 
29.7 

41.1 
32.7 

37.0 
44.8 

33.8 
22.9 

31.2 
31.2 

37.4 
30.4 

28.1 
27.8 

34.7 
ある, 32.1 

65.3 
47.2 

59.6 
64.1 

67.3 
64.6 

62.0 
66.8 

53.6 
66.3 
58.5 

52.4 
63.1 

75.2 
67.9 

64.9 
57.3 

66.0 
69.7 

68.9 
60.9 

ない, 63.7 

3.8 

1.7 

2.7 

2.8 

3.4 

4.8 

3.4 

3.4 

5.2 

1.0 

4.6 

2.8 

3.1 

2.0 

0.9 

3.9 

5.3 

3.7 

2.2 

3.3 

4.5 

無回答,
4.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中小企業（３００人未満）計（ｎ＝８，３４０）

１，０００人以上（ｎ＝３５４）

３００～９９９人（ｎ＝７００）

１００～２９９人（ｎ＝２，２４５）

５０～９９人（ｎ＝２，５９０）

４９人以下（ｎ＝３，５０５）

サービス業計（ｎ＝２，２０４）

その他サービス業（ｎ＝１，１０６）

医療、福祉（ｎ＝３８４）

教育、学習支援業（ｎ＝１９６）

生活関連サービス業、娯楽業（ｎ＝２８４）

宿泊業、飲食サービス業（ｎ＝５３４）

学術研究、専門・技術サービス業（ｎ＝２６０）

不動産業、物品賃貸業（ｎ＝１５３）

金融業、保険業（ｎ＝１０９）

卸売業、小売業（ｎ＝１，８１８）

運輸業、郵便業（ｎ＝７３７）

情報通信業（ｎ＝３２６）

電気・ガス・熱供給・水道業（ｎ＝８９）

製造業（ｎ＝２，３９１）

建設業（ｎ＝１，１２２）

全体計（ｎ＝９，６３９）

（集計対象：有効回答企業）（集計対象：全有効回答企業）

調査シリーズNo.171

独立行政法人 労働政策研究・研修機構（JILPT）



－47－

図表３５ 無期転換ルールへの対応状況・方針と 
        多様な正社員区分の導入（増員）に係る意向の関係 

         
 
 
 
 
 
 
 
                
               
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
こうしたなか、多様な正社員区分を導入（増員）する理由を尋ねると（複数回答）、「労働

力の（量的な）確保に対する危機感が高まっているから」（54.5％）がもっとも多く、これに

「労働者の価値観の多様化への対応や、仕事と生活の両立支援等のため」（37.9％）、「もっと

女性や若者、高齢者を採用・活用したいから」（30.3％）、「非正社員からの転換を促し、優秀

な人材を確保（囲込み）したいから」（30.0％）、「正社員の働き方を見直すため（長時間労働

やメンタルヘルスの改善等）」（23.1％）等が続いた（1 企業当たりの理由数は平均 2.4）（図

表３６）。総じて「改正労働契約法や改正労働者派遣法等に対応するため」といった理由よ

り、積極的な企業ニーズに基づくものが上回る状況となっている。 
 

一方、多様な正社員区分を今後、新たに導入（増員）する上での課題については（複数回

答）、「区分間の仕事や処遇・労働条件のバランスの取り方が難しい」（23.4％）や、「区分が

増加することで、労務管理が煩雑・複雑になる」（19.8％）等が挙がり、総じて何らかの課題

があるとする割合は、半数程度（50.5％）となった（1 企業当たりの課題数は平均 2.3）。 
 また、多様な正社員区分の導入（増員）予定はないとした企業（ｎ＝6,143）に対しても、

27.9 

37.3 

40.9 

34.2 

23.1 

ある, 32.1 

69.4 

55.2 

56.6 

63.7 

74.2 

ない, 63.7 

2.7 

7.5 

2.5 

2.0 

2.7 

無回答, 
4.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

対応方針は未定・分からない

（ｎ＝１，３２０）

雇入れの段階から無期契約にする

（有期契約での雇入れは行わない

ようにする）（ｎ＝１３４）

有期契約労働者の適性を見ながら、

５年を超える前に無期契約にしていく

（ｎ＝１，２２６）

通算５年を超える有期契約労働者から、

申込みがなされた段階で無期契約に

切り換えていく（ｎ＝１，７２６）

有期契約が更新を含めて通算５年を

超えないように運用していく

（ｎ＝４１５）

全体計

（ｎ＝９，６３９）

フルタイム契約労働者

27.9 

34.4 

44.4 

35.1 

25.8 

ある, 32.1 

68.9 

60.2 

53.8 

63.1 

71.8 

ない, 63.7 

3.2 

5.5 

1.7 

1.7 

2.4 

無回答,
4.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

対応方針は未定・分からない

（ｎ＝１，４６０）

雇入れの段階から無期契約にする

（有期契約での雇入れは行わない

ようにする）（ｎ＝１２８）

有期契約労働者の適性を見ながら、

５年を超える前に無期契約にしていく

（ｎ＝７５４）

通算５年を超える有期契約労働者から、

申込みがなされた段階で無期契約に

切り換えていく（ｎ＝１，８６７）

有期契約が更新を含めて通算５年を

超えないように運用していく

（ｎ＝３７２）

全体計

（ｎ＝９，６３９）

パートタイム契約労働者
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その理由を尋ねると（複数回答）、「区分が増加することで、労務管理が煩雑・複雑になる」

（42.8％）や、「区分間の仕事や処遇・労働条件のバランスの取り方が難しい」（41.0％）が

多く、これに「多様な正社員は働き方が限られるため、人材育成やモチベーション維持が難

しい」（26.6％）や「人事異動が硬直的になる（制限される）」（25.1％）、「多様な正社員に対

する従業員ニーズが見極めにくい」（23.2％）、「事業の範囲や事業所数等が限定されている（多

様な働き方を形成し難い）」（23.1％）、「正社員と非正社員の違いが分かり難くなる」（19.9％）

等が続いた（1 企業当たりの理由数は平均 2.5）。 
 

図表３６ 多様な正社員を導入（増員）する理由は何か（上） 
       新設（増員）する上での課題や多様な正社員の導入が難しい理由は何か（下） 
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23.1 
19.6 

16.6 
13.4 

7.9 

1.1 3.1 
0.6 

0

10

20

30

40

50

60

労
働
力
の
（
量
的
な
）
確
保

に
対
す
る
危
機
感
が

高
ま
っ
て
い
る
か
ら

労
働
者
の
価
値
観
の
多
様
化

へ
の
対
応
や
、
仕
事
と
生
活
の

両
立
支
援
等
の
た
め

も
っ
と
女
性
や
若
者
、
高
齢
者
を

採
用
・
活
用
し
た
い
か
ら

非
正
社
員
か
ら
の
転
換
を
促
し
、

優
秀
な
人
材
を
確
保
（
囲
込
み
）

し
た
い
か
ら

正
社
員
の
働
き
方
を
見
直
す
た
め

（長
時
間
労
働
や

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
改
善
等
）

こ
れ
ま
で
の
正
社
員
や
非
正
社
員
の

処
遇
・
労
働
条
件
で
は
、
良
い
人
材

が
採
用
し
難
く
な
っ
て
い
る
か
ら

仕
事
の
専
門
化
・高
度
化
や
勤
務
地

範
囲
の
拡
大
に
伴
い
、
正
社
員
を

多
様
化
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
か
ら

改
正
労
働
契
約
法
や

改
正
労
働
者
派
遣
法
等
に

対
応
す
る
た
め

人
件
費
の
抑
制
に
つ
な
が
る
か
ら

労
働
組
合
や
労
働
者
代
表
等

か
ら
の
要
望
に
応
え
る
た
め

そ
の
他

無
回
答

％

（複数回答）

（ｎ＝多様な正社員を導入する意向があると回答した企業３，０９４社）
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（複数回答）
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 なお、こうした結果を主な業種別にみると、多様な正社員区分を導入（増員）する理由と

して（複数回答）、「労働力の（量的な）確保に対する危機感が高まっているから」とする割

合が特に高いのは、「宿泊業,飲食サービス業」（70.3％）や「運輸業,郵便業」（68.8％）、「建

設業」（67.1％）、「医療,福祉」（62.7％）等である（附属統計表 156 頁）。また、「労働者の価

値観の多様化への対応や、仕事と生活の両立支援等のため」については、「情報通信業」

（61.6％）のほか、「不動産業,物品賃貸業」や「生活関連サービス業,娯楽業」（ともに 45.7％）

等で高い。こうしたなか、「もっと女性や若者、高齢者を採用・活用したいから」については、

「教育,学習支援業」を除き、総じて 2～3 割台となっている。 
 雇用者規模別にみると、「労働者の価値観の多様化への対応や仕事と生活の両立支援等のた

め」（「49 人以下」で 29.8％～「1,000 人以上」で 57.5％）や「仕事の専門化・高度化や、

勤務地範囲の拡大（グローバル化）等に伴い、正社員の区分を多様化する必要性を感じてい

るから」（同順に 14.0％～23.8％）、また、「改正労働契約法や改正労働者派遣法等に対応す

るため」（同順に 7.1％～26.0％）等については、概ね大規模企業になるほど回答割合が高ま

る傾向が見て取れる。 
 
 
６．就業規則や賃金表の策定状況 
 このほか、今回の調査では基礎的な雇用管理事項として、就業規則や賃金表の策定状況に

ついても尋ねたところ、就業規則を「定めている」企業は 97.6％にのぼり、「定めていない」

企業は 1.4％と僅少にとどまった（図表３７）。主な業種や雇用者規模でみても、「定めてい

る」割合が総じて 95％を超えている。 
一方、賃金表20については、「正社員・非正社員（直接雇用）とも定めている」企業が 37.6％

で、「正社員のみ定めている（非正社員を雇用していない含む）」が 35.8％。賃金表を「定め

ている」割合は、合わせて 7 割超となった（73.4％）ものの、「（正社員についても）定めて

いない」企業も 1／4 程度（24.5％）みられた。 
 

主な業種別にみると、「正社員・非正社員（直接雇用）とも定めている」企業割合は、「教

育,学習支援業」（60.7％）や「医療,福祉」（57.6％）、「運輸業,郵便業」（48.3％）等で高い。

また、「正社員のみ定めている」については、「情報通信業」（52.5％）や「金融業,保険業」

（44.0％）等で高くなっている。これに対し、「（正社員についても）定めていない」企業割

合は、「建設業」（33.5％）や「製造業」（30.2％）、「宿泊業,飲食サービス業」（28.1％）等で

高いことが分かる。 

                                                
20 形式を問わず、基本給額または昇給額が、明確に定められたものを指す。なお、表形式になっていなくても、勤続年数

や職務内容により金額を設定するなどして、基本給額または昇給額がどれくらいになるかを明確にしたものは該当する

と注釈した。 
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雇用者規模別にみると、「正社員・非正社員（直接雇用）とも定めている」割合は大規模

企業になるほど高く、逆に、小規模企業ほど「（正社員についても）定めていない」割合が高

まる傾向が見て取れる（「49 人以下」で 36.9％～「1,000 人以上」で 5.6％）。 
 

図表３７ 就業規則と賃金表の策定状況 
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9,639 97.6 1.4 1.0 9,639 37.6 35.8 24.6 1.9
建設業 1,122 96.2 3.1 0.7 1,122 32.4 31.8 33.5 2.3
製造業 2,391 99.1 0.6 0.3 2,391 32.8 35.8 30.2 1.2
電気・ガス・熱供給・水道業 89 98.9 1.1 - 89 42.7 41.6 14.6 1.1
情報通信業 326 99.1 0.6 0.3 326 30.1 52.5 17.2 0.3
運輸業、郵便業 737 99.1 0.4 0.5 737 48.3 33.4 16.4 1.9
卸売業、小売業 1,818 97.3 2.3 0.4 1,818 32.4 39.5 26.7 1.3
金融業、保険業 109 100.0 - - 109 45.9 44.0 8.3 1.8
不動産業、物品賃貸業 153 100.0 - - 153 40.5 39.9 19.0 0.7
学術研究、専門・技術サービス業 260 97.3 2.7 - 260 36.2 42.3 20.8 0.8
宿泊業、飲食サービス業 534 97.4 2.1 0.6 534 37.3 33.0 28.1 1.7
生活関連サービス業、娯楽業 284 97.5 2.1 0.4 284 47.2 28.5 22.9 1.4
教育、学習支援業 196 98.5 1.0 0.5 196 60.7 33.7 5.1 0.5
医療、福祉 384 97.4 1.8 0.8 384 57.6 27.9 12.5 2.1
その他サービス業 1,106 99.1 0.5 0.4 1,106 42.8 36.2 20.3 0.7
サービス業計 2,204 98.2 1.4 0.4 2,204 41.4 35.1 22.5 1.0
４９人以下 3,505 96.2 3.4 0.5 3,505 34.4 27.1 36.9 1.6
５０～９９人 2,590 99.6 0.3 0.1 2,590 37.1 38.5 23.3 1.2
１００～２９９人 2,245 99.7 0.1 0.2 2,245 39.0 44.1 16.0 0.9
３００～９９９人 700 99.4 - 0.6 700 47.0 42.7 9.0 1.3
１，０００人以上 354 99.2 - 0.8 354 50.8 42.9 5.6 0.6
中小企業（３００人未満）計 8,340 98.2 1.5 0.3 8,340 36.5 35.2 27.1 1.3

雇
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全体計

賃金表

主
な
業
種

調査シリーズNo.171

独立行政法人 労働政策研究・研修機構（JILPT）


	第２章 調査結果の概要
	第１節 改正労働契約法に、企業はどう対応しようとしているのか
	１．有効回答企業の主な属性
	２．改正労働契約法の認知度
	３．労働契約法の改正以降に於ける有期契約労働者の雇止め・無期転換状況
	４．有期契約労働者の雇用理由
	５．有期契約労働者の活用状況
	６．有期契約労働者を活用している職種
	７．契約期間の長さと通算勤続年数が5 年を超える割合
	８．改正労働契約法についての対応状況・方針
	（１）無期転換ルールへの対応状況・方針
	（２）無期契約に転換するメリットと課題
	（３）無期契約への転換方法
	（４）今後3 年間に無期契約に転換している割合
	（５）「別段の定め」の活用意向
	（６）無期転換申込権の発生に係る周知の意向
	（７）有期契約で採用してから無期転換するまでの期間
	（８）通算5 年未満に抑制する理由と抑制方法
	（９）対応方針を決める上でのネックと必要な行政支援
	（１０）有期・無期契約労働者間の労働条件の不合理な相違を禁止するルールについての対応状況・方針
	（１１）対応方針を決める上でのネックと必要な行政支援

	９．改正労働契約法が有期契約労働者の雇用管理に及ぼす影響
	（１）検証① 契約更新の上限設定に対する影響
	（２）検証② 正社員への登用制度・慣行に対する影響
	（３）検証③ 有期契約労働者の新規採用時や契約更新時の判断のあり方に対する影響


	第２節 改正労働契約法の特例に、企業はどう対応しようとしているのか
	１．有期雇用特別措置法の認知度
	２．高度専門職有期に係る特例の活用状況・方針
	３．定年再雇用有期に係る特例の活用状況・方針

	第３節 多様な正社員の活用状況・見通しはどうなっているのか
	１．多様な正社員の活用状況
	２．就業規則に於ける規定状況と書面による本人への明示状況
	３．無限定正社員と多様な正社員の間の区分転換の制度や慣行
	４．事業所閉鎖等に直面した場合の対応方針
	５．多様な正社員の今後の活用ニーズ
	６．就業規則や賃金表の策定状況




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




